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は じ め に 

 

小山市は、一般廃棄物処理基本計画をリサイクル都市小山

の構築を目指し1995年に策定し、以降、循環型社会形成推

進基本法の制定やそれに伴う体制の変化、小山市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の改定、小山市環境美化条例の制定

などへの対応を重ね、2014 年に第 4 次計画を策定したとこ

ろです。 

私たちの「環境都市おやま」は、思川をはじめとする豊かな水辺や数多くの平地

林、広大な田畑などの自然環境に恵まれております。中でも渡良瀬遊水地は

3,300ha と本州以南最大の湿地であり、2012 年 7 月 3 日には世界のラムサール

条約湿地に登録されました。小山市にとって貴重な「宝」、そして、ブランドであ

り、この「水と緑と大地」の豊かさを、次の世代に引き継ぐためこの環境を守って

いくことが大切であると考えております。 

近年は、国の「循環型社会形成推進基本計画」の改定にあたって、国際社会の共

通の目標である SDGs（エスディージーズ）への取り組みや、超高齢化社会に対応

した処理システムの構築など新たな課題への取り組みが求められています。 

このたびの「小山市一般廃棄物処理基本計画」改定では、これらの新たな情勢に

対応したものです。本計画を地域の循環型社会を形成する指針として、食品ロス削

減やプラスチックごみの削減等の新たな課題も踏まえ、市民の皆さまや事業者の皆

様とともに取り組んでまいりたいと考えています。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました小山市廃棄

物減量等推進審議会委員の皆様に感謝申し上げますとともに、計画の推進にあたり

まして、なお一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

2020 年 3 月 

 

小山市長 
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第１章 計画の基本的事項 
 

1 計画の趣旨と目的 
 

 

小山市一般廃棄物処理基本計画は平成 7（1995）年度に策定され、平成 15（2003）

年度、平成 20（2008）年度及び平成 26（2014）年度に見直しが行われました。それ以

降も、東日本大震災を始めとする災害時の廃棄物処理の対応や、高齢社会に対応した

廃棄物処理体制の構築など、循環型社会を形成するため国が次々と新たな政策を打ち

出してきており、本市においてもそれらへの対応や、地域行政の立場からの様々な施

策の推進が必要となっています。 

本市のごみ減量化やリサイクルはおおむね順調に進んできておりますが、新たな目

標の達成に向けた継続的な努力が求められています。 

本市の中間処理は、本市、下野市、野木町及び上三川町（上三川町は、し尿処理）

で構成する小山広域保健衛生組合（以下、「組合」といいます。）が行っています。 

組合では、平成 27（2015）年度に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」、平成 28

（2016）年 12 月に「小山広域保健衛生組合地域循環型社会形成推進地域計画（第 2

期）」（以下、「地域計画」といいます。）を策定し、新たな廃棄物処理設備の整備

と、処理システムの変更を進めています。 

生活排水処理の分野では、下水道及び浄化槽の普及の状況や今後の整備見通しに対

応することが必要となっています。本市のし尿・浄化槽汚泥の処理は、組合が担って

います。 

これらのことを踏まえ、市政におけるごみ処理及び生活排水処理の基本的な考え方

や方向性を明らかにするために、本計画の見直しを行いました。 

 

2 計画の背景 
 

国は廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を、「循環型社会形成推進

基本法＊」において定めています。同法は基本法として、政策の基本的方向を示すもの

で、その下に「廃棄物処理法＊」「資源有効利用促進法＊」「容器包装リサイクル法＊」

「家電リサイクル法＊」「食品リサイクル法＊」「建設リサイクル法＊」「自動車リサ

イクル法＊」「グリーン購入法＊」「小型家電リサイクル法＊」が整備されています。 

市町村の一般廃棄物処理基本計画策定は、「廃棄物処理法」第 6 条第 1 項に定めら

れたもので、概ね 5 年ごとに改定することとしています。同法は、廃棄物の定義や処

理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律です。 
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市においては、「小山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」について昭和 61

（1986）年 3 月 15 日に全部改正を実施し、以降も 7 回の改正（最終改正：平成 18

（2006）年 6月 30日条例第 25号）を行って、廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理及び

清掃に関して必要な事項を定めています。 

 

国は「循環型社会形成推進基本法」に基づいて「循環型社会形成推進基本計画」を

平成 15（2003）年から策定し、地方公共団体にも地方の条件に応じた循環型社会の形

成に向けた施策を求めてきました。同法では、循環型社会を「天然資源の消費量を減

らして、環境負荷をできるだけ少なくした社会」と定義し、その方法として（1）ごみ

を出さない、（2）出たごみはできるだけ利用する、（3）どうしても利用できないご

みはきちんと処分する、の 3 つを示しています。平成 30（2018）年には「第４次循環

型社会形成推進基本計画」を策定し、次のような取組指標を示しています。（市に関

わる数値指標を抜粋、ごみとは一般廃棄物のことを示します） 

 

家庭系食品ロス量 

（「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に

おける持続可能な開発目標（SDGs＊）の 1 つ） 

令和 12（2030）年度で 

平成 12（2000）年度の半減 

国民 1 人 1 日当たりのごみ排出量 

（家庭系と事業系） 

（資源回収分も含むことで、ごみ発生の抑制取

組を評価する指標となっている） 

令和 7（2025）年度で 

平成 12（2000）年度比約 30％減 

約 850g 

国民 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量 

（資源回収されるものを除くことで、家庭での分

別取組も評価する指標となっている） 

（粗大ごみを減量対象に含む） 

令和 7（2025）年度で 

平成 12（2000）年度比約 40％減 

約 440g 

国全体の事業系ごみ排出量 

（事業所規模により差があるため、事業所当たり

ではなく総量について扱う） 

令和 2（2020）年度で 

平成 12（2000）年度比約 40％減 

1,100 万トン 

国民の循環型社会形成に対する意識・行動 

（アンケートの結果として） 

①約 90％が廃棄物の減量化や循環利用、

グリーン購入の意識を持つこと 

②具体的な３Ｒ＊行動の実施率が 

平成 24（2012）年度に実施した世論調査

から約 20％上昇すること。 
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また、国内における取組について、次の方向が示されています。 

・ 持続可能な社会づくりとの統合的取組 

・ 多種多様な地域循環共生圏形成＊による地域活性化 

・ ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

・ 適正処理の更なる推進と環境再生 

・ 万全な災害廃棄物処理体制の構築 

・ 環境分野における基盤整備 

 

栃木県は、「廃棄物処理法」の改正を受けて平成 13（2001）年度に「栃木県廃棄物

処理計画」を策定し、平成 27（2015）年度には 3度目の見直しを行っています。 

同計画の中では、テーマ１「廃棄物の排出量を減らす」、テーマ２「廃棄物を処理

する」、テーマ３「廃棄物処理施設の整備を促進し、廃棄物・リサイクル産業を育成

する」という３つのテーマを掲げ、目標及びその達成状況を図るための指標を設定し

ています。 

ごみ減量化については次の目標値及び参考値が示されています。 

 
 

また、目標達成のための具体的な施策をテーマごとに次のように示しています。 

テーマ１ 

・ 廃棄物をできるだけ発生させない（発生抑制：リデュース） 

・ 物を繰り返し使う（再利用：リユース） 

テーマ２  

・ 廃棄物を原材料として再利用する（再生利用：マテリアルリサイクル） 

・ 廃棄物の焼却等の際に発生するエネルギーを有効に利用する 

（熱回収等：サーマルリサイクル） 

・ 処理体制を確保し、廃棄物を確実に処理する 

テーマ３ 

・ 処理施設の必要性等について理解する 

・ 各種処理施設の整備を促進する 

・ 廃棄物・リサイクル産業を育成する 

目 

標 

値 

県民 1 人 1 日あたりの生活系一般廃棄物

排出量（資源物及び集団回収に係るもの

を除く。） 

令和２（2020）年度で約 521g 

平成 25（2013）年度（560g） 

から約 7％減 

参 

考 

値 

県域全体の生活系廃棄物排出量 

（生活系一般廃棄物） 

令和２（2020）年度で約 461,000 トン 

平成 25（2013）年度に対し 11％減 

県域全体の事業系廃棄物排出量 

（事業系一般廃棄物） 

令和２（2020）年度で約 154,000 トン 

平成 25（2013）年度に対し 11％減 
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3 計画の位置付けと期間 
 

 

本計画は、「第２次小山市長期ビジョン（展望年次：令和 12（2030）年」の実現に

向けた「第7次小山市総合計画（計画期間：平成28（2016）～令和2（2020）年）」と

「第３次小山市環境基本計画 中間見直し（計画期間：平成28（2016）～令和2（2020）

年度）」を受けて、施策や事業を具体化していくための計画に位置付けられます。 

「第７次小山市総合計画」では、主に「環境保全」「省エネルギー・バイオマス」

「下水道」「ごみ処理」「し尿処理」の分野に関連しています。 

「第３次小山市環境基本計画」では、基本理念と望ましい環境像に始まり、「生活

環境」分野では水環境改善施設に、「資源」分野では３Ｒの推進、廃棄物の適正処理

の推進、不法投棄対策と環境美化活動の推進に、「環境教育・環境保全活動」分野で

は市民・事業者の環境保全行動、環境教育・環境学習に関連しています。この計画で

新たに追加された関連施策は、「災害廃棄物への対応」、「空き家、空き地、耕作放

棄地等への対応」があります。 

本計画の計画期間は、令和２（2020）年度から令和 11（2029）年度までとします。

市政や本市を取り巻く情勢などの変化により大きな修正の必要が生じた場合には、計

画期間の終了を待たずに見直しを行います。 

 

 
  

第３次小山市環境基本計画 

第５次小山市一般廃棄物処理基本計画

ごみ処理基本計画 

生活排水処理基本計画 

小山市一般廃棄物処理実施計画

循環型社会形成

推進基本計画 

栃木県廃棄物処理計画 

第７次小山市総合計画 

○一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画 
 
 

○エネルギー回収推進

施設等整備基本構想

小山市 

廃棄物の減量及び適正

処理に関する基本方針 

小山市第８期
分別収集計画

国 

栃木県 

小山広域保健

衛生組合 
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4 計画の基本理念 
 

 

本計画の基本理念は、「第３次小山市環境基本計画」の基本理念を引き継いで、次

のように定めます。 

◆ 良好な環境の確保と貴重な環境を将来に継承すること 

◆ 環境への負荷＊を低減し、快適な社会を持続的に発展させること 

◆ 地域環境保全は、すべての者の参加のもとでできることから行動すること 

 
5 計画の対象 

 

 

本計画の主たる対象は、小山市の住民、小山市に事業所を置く事業者、市外からの

訪問者となります。地域的には小山市の市域となります。 

また、県、小山広域保健衛生組合及びその構成市町（下野市、野木町、上三川町）

など関係が生じる先も対象となります。 

 

6 計画の担い手 
 

 

本計画を推進する主体は、小山市の「市民」「事業者」「市（行政）」です。なお、

「市民」には訪問者や市民団体も含まれ、「事業者」は市内に事業所を置く排出事業

者を意味します。 

それぞれの基本的な役割は、「第３次小山市環境基本計画」において次のように定

められています。 

 

（1）市民の役割 

市民は、自らが有している、良好な環境のもとで健康で文化的な生活を営む権利を、

将来の世代に継承するという役割を担います。このため、日常生活で自らの生活行動

が環境を損なうことのないよう、また、広く環境の保全に努めるとともに、良好な環

境の保全や創造に自主的に取り組み、市が実施する環境施策に積極的に参加・協力す

ることが求められます。 

 

（2）事業者の役割 

事業者は、地域社会の一員として、環境への負荷の少ない社会を形成する役割を担

います。このため事業者は、事業活動に伴って生ずる公害の防止、自然環境の適正な

保全、あらゆる機会における環境への負荷の低減や環境の保全のほか、市が実施する

環境施策への積極的な協力などを行うことが求められます。 
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（3）市の役割 

市は、よりよい環境づくりを進めるための中心的な役割を担います。このため、市

が自ら行う施策では、構想・計画・実施のそれぞれの段階において、環境への配慮を

組み込むなど、市民や事業者の模範となるように率先して環境への負荷の少ない行動

をとる必要があります。また、市民や事業者に対して、環境に関する教育や学習の推

進、環境に関する情報の提供、環境への負荷の少ない活動に対する支援を行うほか、

環境施策の策定や実施において、広域的な取り組みが必要な場合には、国、栃木県や

周辺自治体と協力して取り組む必要があります。 

 

7 市の姿 
 

（1）人口の現状と将来予測 

平成 27（2015）年の国勢調査による本市の総人口は 166,760 人で、栃木県総人口

1,974,255 人の 8.4%を占め、宇都宮市に次ぐ県下第 2 位の都市となっています。平成

22（2010）年の国勢調査時から人口、世帯数とも増加していますが、世帯当りの人員

はこの期間に 2.6 人から 2.5 人に減少しており、家族構成が細分化する傾向が続いて

います。 

市内においては、小山地区、大谷地区、間々田地区、桑地区の 4 地区への人口集中

が進み、市人口の約87%を占めるようになっています。（人口推計平成29年 10月 1日

現在）一方、将来人口については、「小山市人口ビジョン」（平成 27 年 10 月）にお

いて、人口ピークが令和２（2020）年に 166,785 人となり、その後減少しはじめ令和

７（2025）年には 166,416 人になると推計されています。 

このことを踏まえ、本計画の計画最終年の令和 12（2030）年の計画人口を、「小山

市人口ビジョン」と整合する 165,501 人に設定します。 

 

163,129 163,665
164,454 164,556 164,435

165,175 165,484
166,760 166,943 167,535

2.68
2.66

2.62

2.59

2.54

2.51

2.48
2.50

2.49

2.46

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

H20(2008) H21(2009) H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014) H27(2015) H28(2016) H29(2017)

人口（人） 世帯当たり人数

人口（人） 世帯当たりの人員（人）
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（2）産業、交通 

本市は、「水と緑と大地」の美しく豊かな自然と、数多くの歴史的・文化的資産を

有し、農業・工業・商業の調和のとれたまちとして発展しています。 

本市の産業構造は、1960 年代の工業団地への企業誘致政策により、それ以前の農業

中心から工業中心へと大きく転換してきました。さらに、近年のサービス産業の進展

から、相対的に第 3次産業のウェイトが高まってきています。 

農業は、市の中央を南に流れる思川を境に思川西部水田地域、思川東部畑作地域、

鬼怒川流域農業地域の３地域に大別されます。これらの地域は、気候、地形、首都圏

という立地条件などに恵まれ、県内でも有数の農業地帯として、また、首都圏の食糧

供給基地として重要な位置を占めており、米、園芸作物及び畜産等の多彩な生産活動

が展開されています。 

工業においては、鉄道・道路の交通の要衝である立地利便性を活かし、工業団地の

開発、企業誘致を積極的に推進したことにより、県内有数の製造品出荷額を誇る工業

都市として発展しています。近年は産業構造の変化などにより事業所数は減少してい

ますが、従業員数は直近において増加傾向となっています。 

商業地区は、主に旧国鉄小山駅の開通に伴ってできた駅周辺商店街を中心とする、

典型的な地方都市商店街を形成してきました。しかし、近年中心部では、小山駅周辺

の再開発により、大型商業施設の進出が見られ、さらに郊外でも広大な駐車場を持つ

店舗も見られるようになってきています。 

交通は、鉄道が、南北の JR 宇都宮線と東北新幹線を軸に、東から JR 水戸線、西か

らJR両毛線が小山駅で結節し、平成27（2015）年には上野東京ラインの開通により、

東京や東海道線への利便性が飛躍的に向上しました。道路は国道 4 号と新 4 号国道が

南北に、国道 50号の広域幹線道路が東西に市内を貫通しており、圏央道五霞ＩＣに至

近で接続できるなど交通の要衝地となっています。 

 

（3）地勢、気候 

本市の市域は栃木県南部に位置し、東京圏からは北に約 60km、県都宇都宮からは南に

約 30km の距離にあります。市域の東側は茨城県に接しており、隣接市町は東に真岡

市・茨城県結城市及び筑西市、南に野木町・茨城県古河市、西に栃木市、北は下野市

に接しています。 

関東平野のほぼ中央にあって、市中央部には思川が、東部に鬼怒川が、西部に巴波

川が流れています。思川東部は台地で市街地や畑が広がっており、鬼怒川や巴波川の

両岸は低地で水田が広がっています。河川が台地を刻んだ谷はありますが、台地上の

起伏は小さいものです。 

気候は、やや内陸性をおびた表日本式気候を示し、おおむね温暖で住み良い気候で

あるといえます。冬の北西からの季節風「おろし」や、夏に多発する雷は、その激し

さから特徴的な風物のひとつとなっています。  
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8 ごみ処理の現状 
 

家庭系可燃ごみは、年々、増加しており、ごみの処理費用は、平成 30(2018)年度に

総額 19憶 6千万円を要しています。 

現在、燃やすごみは小山広域保健衛生組合の施設で処理しきれず、月約 165ｔを民間

施設に搬出し、月平均約 650 万円を支払っています。 

併せて、令和５（2023）年度に第２期エネルギー回収施設（焼却施設）の建設を予

定しておりますが、燃やすごみの量が年々増大しているため、計画処理量以内とする

ためには、「燃やすごみ」を管内で10,600ｔ（その内、小山市は8,370ｔ）減量する必

要があります。 

このため、家庭ごみにおいても、平成 29（2017）年度に下野市の国分寺・南河内地

区が１人あたり１日 400ｇを達成していることから、これを管内の統一目標として、減

量化を推進することとなります。 
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第２章 ごみ処理基本計画 
 

第１節 ごみ処理の現状と見込み 
 

1 ごみ処理広域化の体制 
 

 

本市は、県の廃棄物処理計画において、下野市（旧石橋町地区の燃やすごみを除く）

と野木町と共に、「10 の地域ブロック」のうちの「小山ブロック」に位置付けられ、

焼却施設を始めとした施設の広域的整備が方向付けられています。 

広域化は、地域ブロックの構成市町村等が主体になって推進することとされていま

す。小山ブロックでは、直接的には組合が主体となって、県との連携、各地域ブロッ

クとの交流を行うなどをして、広域化の円滑な推進を図っています。 

 

2 ごみ処理体制 
 

 

（1）収集・搬入時の分別 

本市では、県内でも早期にあたる平成８（1996）年10月にごみの7分別方式を開始

し、細かい点での変更を加えながら現在に至っています。平成 31・令和元（2019）年

度の分別区分は次の表の通りで、資源として再生・再利用できるものをリサイクルル

ートに乗せています。また、容器包装廃棄物の減量化に向けては、「小山市分別収集

計画」に基づき資源化を推進しています。 

小型家電リサイクル法の施行に伴い、「使用済小型電子機器」は平成 26（2014）年

10 月から、本庁舎及び各出張所に回収ボックスを設置し拠点回収を実施しています。 

平成 28（2016）年 4 月からは南部清掃センターの供用開始に伴い、新たに「剪定枝」

を分別し、また、「燃やさないごみ」のうち「プラスチック製容器包装」に該当する

ものを再資源化しています。 

平成 31（2019）年 4 月からはリサイクルセンターの供用開始に伴い、「不燃ごみ」

のスプレー缶・ガス缶、ライター及び使用済小型家電を「有害ごみ」に変更していま

す。また、同時に資源・ごみの分別方法の検索や収集日を知らせる機能がついた、資

源・ごみ分別アプリの「さんあーる」の配信を開始しました。 

 iOS 用 android 用 

「さんあーる」の画面 
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分別区分 主な排出物 収集頻度

剪定枝 剪定された枝・葉（落ち葉、枯葉は「燃やすごみ」） 月１回

燃やすごみ 

（可燃ごみ） 

生ごみ（残飯･野菜くずなど）、紙おむつ、ポリバケ

ツ、歯ブラシ、スポンジ、バスマット、中綿入製品

（わたの入った衣類、ぬいぐるみ、座ぶとん等）、

簡易保冷剤、粘土、革製品・ゴム製品、カップめん

等の容器（紙製）等 

週 2回

プラスチック製容

器包装 

（プラ容器） 

ペットボトルのラベル・キャップ、おかしの袋、卵

のパック、発泡スチロール、弁当の容器、トレー

皿、カップめん等の容器（発泡スチロール・プラス

チック製）、シャンプー等のボトル等 

週 1回

可燃系資源物 

（紙・布類） 

新聞、段ボール、雑誌･雑紙（雑誌・本、マンガ、空

き箱等）、古布（衣類、毛布等） 

月 1回

不燃系資源物 

（びん・缶・ペッ

トボトル） 

あきびん（飲料用）、あき缶（飲料用）、ペットボ

トル（PET の印がついている飲料用・調味料用） 

月 2回

燃えないごみ 

（不燃ごみ） 

陶磁器、缶詰の缶・ミルク缶、かさ、刃物・包丁、 

なべ・やかん、ガラスくず、時計等 

月 2回

有害ごみ 蛍光灯、電池類、スプレー缶・ガス缶、ライター、 

使用済小型家電（アイロン、照明器具、ヘアードラ

イヤー、除湿乾燥機、電気炊飯器、ストーブ、 

オーブンレンジ、ジューサー・ミキサー、掃除機、

オーブントースター、食器洗い乾燥機、扇風機）等 

月 1回

粗大ごみ ①中央清掃センター・リサイクルセンターに持ち込み（無料）

②予約制（有料収集） 

※１辺が 50 ㎝以上で収集所に出せないもの 

使用済小型家電 

 

回収対象品目 

電話機・ファクシミリ装置・その他の有線通信器具、携帯電話

端末・ＰＨＳ端末・その他の無線通信器具、デジタルカメラ・

ビデオカメラ・ＤＶＤレコーダー・その他の映像用機械器具、

デジタルオーディオプレイヤー・ステレオセット・その他の電

気音響機器、パーソナルコンピューター等 19 品目及びその付

属品（リモコン・充電器等） 

回収方法 

①本庁舎及び各出張所に回収ボックスを設置し拠点回収 

②リサイクルセンターに持ち込み（無料） 

※１辺が 50 ㎝未満のごみ（PC 以外）は有害ごみとして収集 

「家庭ごみと資源物の分け方・出し方家庭用保存版」（作成日 2019 年 4月 1日）より 
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事業系一般廃棄物（飲食店・商店・事務所・工場・農家などの事業活動に伴ってで

るごみ）については、分別区分は家庭系と同じで、事業者の責任で搬入することとな

っています。事業者自ら直接に搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼しな

ければなりません。 

なお、次の表に示すものは、個別の法律に従って処理されています。市は収集しま

せんが、情報提供を行っています。 

 

家電リサイクル法に基づき指定

取引所に自分で持ち込む、または

家電小売店等が引き取る 

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・

衣類乾燥機 

資源有効利用促進法に基づきメ

ーカー窓口等が引き取る 

パソコン 

購入先または専門処理業者が引

き取る 

処理困難物（自動車、バイク、バッテリー、廃オ

イル、古タイヤ・ホイール、コンクリート、ガス

ボンベ、ピアノ、農機具、農薬、ペンキ、医療器

具、焼却灰、石・砂・土等） 

建設廃棄物（温水機器、キッチン、浴槽、便器、

建築資材等） 

消火器 
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（2）処理体系 

令和元（2019）年度における本市のごみ処理の体系は、おおむね次の図の通りです。

本市は家庭系一般廃棄物の収集業務を行い、焼却、破砕、選別、圧縮、梱包等の中間

処理は組合の各施設で行われています。ただし、南部清掃センターにおける生ごみの

処理は野木町のみです。 

燃やすごみ 

収集・搬入 中間処理 再生利用・最終処分 

可燃系粗大ごみ 
(畳、ふとん等) 

中央清掃センター 

160ｔ焼却施設 
 

70ｔ焼却施設 

ストックヤード

リサイクルセンター

リサイクル施設

ストックヤード

南部清掃センター

容リ法対象 
ビニプラ施設 

可燃系資源物 

可燃系粗大ごみ 
（畳、ふとん等を
除く家具類） 

燃えないごみ 

不燃系粗大ごみ 

有害ごみ 

不燃系資源物 

小型家電 

剪定枝 

プラスチック製 
容器包装 

焼却灰 

ばいじん 

新聞・雑誌 
段ボール 
古布 

紙パック 

民間処分場 

民間業者 
（溶融処理)

民間業者 
（溶融処理)

民間業者 

不燃物残渣 

ペットボトル 

カレット(びん) 

鉄・アルミ 

乾電池･蛍光管 

小型家電 

生ごみ堆肥化施設 堆肥・剪定枝
チップ 

容リ法対象 
ビニプラ 

可燃残渣 

民間処分場 

民間業者 

民間業者 

民間業者 

民間業者 

民間業者 

指定法人 
再商品化事業者

指定法人 
再商品化事業者

製品化・販売

民間業者 可燃残渣 

民間業者 
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（3）処理体制 

本市の家庭系一般廃棄物の収集と運搬は、業務契約を結んだ民間業者に委託し、中

間処理は組合で行われています。 

最終処分は、本市及び組合では最終処分場を所有していないため、業務契約を結ん

だ民間業者に委託し、県外の処分場へ持ち出しています。 

資源物についても、資源化を行う民間業者と業務契約を結んで委託しています。 

 

処理主体は次の表の通りです。 

家庭系一般廃棄物の処理主体 

区分 収集 運搬 中間処理 再生利用・最終処分 

剪定枝 市が民間業者に対し

業務契約を行い委託 

 

直接搬入も可 

組合 組合 

燃やすごみ 委託 

プラスチック製容器包装 指定法人再資源化事業者

燃えないごみ 委託 

可燃系資源物 資源化事業者へ委託 

不燃系資源物 組合 指定法人再資源化事業者

資源化事業者へ委託 

有害ごみ 委託 

粗大ごみ 組合 委託 

使用済小型家電 拠点回収・直接搬入 資源化業者へ委託 

 

事業系一般廃棄物の処理主体 

区分 収集 運搬 中間処理 再生利用・最終処分 

剪定枝 許可業者 直接搬入

もしくは

許可業者

組合 組合 

燃やすごみ 委託 

プラスチック製容器包装 

可燃系資源物 資源化業者へ委託 

不燃系資源物 組合 指定法人再資源化事業者

資源化事業者へ委託 

粗大ごみ 

（可燃系粗大のみ） 

組合 委託 
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3 収集・運搬システム 
 

（1）家庭系一般廃棄物の収集・運搬 

本市の家庭からのごみは、粗大ごみ及び処理困難物等を除き、決められた日に分別

して、ごみ収集所（ステーション）に出すこととなっています。排出者自身が組合の

各施設に持ち込むことも可能です。 

令和元（2019）年度のごみ収集所（ステーション）の数は 2,700 箇所余りあり、収

集作業は市が委託した民間業者が行っています。 

粗大ごみは個別収集を市へ申し込むと有料で収集されます。排出者自身が組合の中

央清掃センター又はリサイクルセンターに持ち込む場合は無料です。 

使用済小型家電は、1 辺が 50 ㎝未満のパソコン以外のものは有害ごみとして収集するほか、

本庁舎または各出張所及び中央清掃センターの 13 か所に回収ボックスを設置し拠点回

収により収集します。排出者自身が組合のリサイクルセンターに持ち込むことも可能

です。 

 

（2）事業系一般廃棄物の運搬 

事業者からのごみは、排出者自身が運ぶか、許可業者に運搬を依頼して、組合の施

設へ搬入することとなっています。いずれの場合も規定の料金が課せられます。 

 

（3）実施計画 

毎年度、ごみ処理の実施計画が立てられ、それに従ってごみ出しと収集が行われま

す。 
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4 中間処理及び最終処分システム 
 

組合では複数の中間処理施設を運営し、本市の一般廃棄物は中央清掃センター、リサイクル

センター及び南部清掃センターで中間処理を行っています。最終処分は同組合が民間業者に委

託し、県外で行われています。 

平成 28（2016）年策定の地域計画において、「地域の相互連携と協力による新しいごみ処

理システムとそれらを可能とする新しい施設」を整備し、「より一層のリサイクルを効率的・

効果的に実施するとともに、地域の環境をより良くしていくこと」を方向付けています。 

各施設の現状と整備予定は次の図の通りです。 
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組合は本市、下野市、野木町、上三川町で構成されていますが、ごみ処理に関する

施設の建設及び管理運営に関する事務については、本市、下野市、野木町の共同事務

となっており、地域計画の対象地域もこの 2市 1町です。 

一方、下野市（旧石橋町地区）については宇都宮市へ処理委託していましたが、剪

定枝、プラスチック製容器包装及び可燃系資源ごみについては平成 28（2016）年度よ

り、びん・缶、ペットボトル、燃えないごみ、不燃系粗大ごみ、有害ごみ、小型家電

は令和元（2019）年度より、組合で処理しています。 

 
●今後の処理体制の要点 

・ 第１期計画で整備済みのエネルギー回収推進施設（中央清掃センター70ｔ炉）、

容リ法対象ビニプラ施設（南部清掃センター）、生ごみ等リサイクル施設（南部清

掃清掃センター）、第２期計画で整備済みのマテリアルリサイクル推進施設（リサ

イクルセンター）に加え、第２期計画で新たにエネルギー回収推進施設（中央清掃

センター）、第３期計画でストックヤード（中央清掃センター）を整備します。 

・ エネルギー回収推進施設では、ごみの焼却に伴って発生する熱を積極的に回収し、

発電等に有効活用します。 

・ ストックヤードは可燃系資源（古紙、古布）の保管場所、各構成市町に整備します。

（野木町は第１期計画で整備済み、下野市は第２期計画で整備済み、小山市は第３期

計画で整備します。） 

・ 既存の焼却施設、エネルギー回収推進施設、新たに整備されるエネルギー回収推進

施設（中央清掃センター）から排出される焼却残さは、全量資源化を目指します。 

 

計画 整備施設 稼働開始時期 

第１期計画 エネルギー回収推進施設 

溶リ法対象ビニプラ施設 

生ごみリサイクル施設 

ストックヤード（野木町） 

平成 28（2016）年 10 月 

平成 28（2016）年 4月 

平成 28（2016）年 4月 

平成 28（2016）年 4月 

第２期計画 マテリアルリサイクル推進施設 

ストックヤード（下野市） 

エネルギー回収推進施設 

平成 31（2019）年 4月 

平成 31（2019）年 4月 

令和 9（2027）年度以降 

第３期計画（予定） ストックヤード（小山市） 令和 10（2028）年度以降 
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5 ごみ量 
 

本市のごみ発生量全体（ステーション・個別収集、家庭系直接搬入、集団回収、事

業系）は、平成 18（2006）年度をピークとして、以降は減少傾向にあります。それぞ

れについて、実績と将来の見込みを示します。 

将来の見込みは、平成 21（2009）年度から平成 30（2018）年度までの 10 か年を基

に、「ごみ処理施設構造指針解説」（社団法人全国都市清掃会議）に示された、次の4

種の算式によるトレンド推計（参考資料参照）を比較し、令和 11（2029）年度（計画

最終年度）と平成 30（2018）年度（直近）との乖離が最も小さい式を採用しました。 

一次式： y=a+bx 

指数式： y=a*exp(bx) 

べき乗式： y=a*x^b 

対数式： y=a+b*ln(x) 

 

1人 1日あたり（原単位）のステーション・個別収集におけるごみ発生量は、減少傾

向にあります。推計式は、べき乗式を採用しました。 
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1 人 1 日あたり（原単位）の家庭系直接搬入におけるごみ発生量は、平成 22（2010）

年度以降、増減を繰り返していましたが、平成 27（2015）年度以降、増加傾向にあり

ます。推計式は、べき乗式を採用しました。 

 
 

1人1日あたり（原単位）の集団回収量は、平成23（2011）年度を除き減少傾向にあ

ります。推計式は、べき乗式を採用しました。 
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事業系ごみは平成 21（2009）までは減少傾向にありましたが、その後は増加傾向に

転じています。推計式は、対数式を採用しました。 

 
 

以上に述べたごみ量の実績と、その傾向から推計した将来の見込みについて、詳細

を次ページ以降の表にまとめています。 
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年
度

家
庭
系
合
計
と
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
個
別
収
集
、
家
庭
系
直
接
搬
入
、
集
団
回
収
を
合
わ
せ
た
数
値
で
す
。
 

ご
み
排
出
量
と
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
個
別
収
集
、
家
庭
系
直
接
搬
入
、
事
業
系
を
合
わ
せ
た
数
値
で
す
。
 

ご
み
発
生
量
と
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
個
別
回
収
、
家
庭
系
直
接
搬
入
、
集
団
回
収
、
事
業
系
を
合
わ
せ
た
数
値
で
す
。
 

事
業
系
は
直
接
搬
入
及
び
許
可
業
者
に
よ
る
搬
入
で
す
。
 

推
計
人
口
に
つ
い
て
は
第
１
章
「
市
の
姿
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 

表
：

ご
み

発
生

量
の
実

績
と

将
来
の

見
込

み
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表
：

ご
み

種
別

の
実
績

と
将

来
の
見

込
み
 

平
成

31
・
令
和
元
（
20
19
）
年
度
以
降
の
種
別
（
集
団
回
収
を
除
く
）
の
推
計
は
、
組
合
に
よ
る
地
域
循
環
型
社
会
形
成
推
進
地
域
計
画
（
第
２
期
）
に
準
じ
、
ご
み
排
出
量
を
平
成

30
（
20
18
）
年
度

（
直
近
）
の
比
率
で
按
分
し
て
い
ま
す
。
 

ご
み
排
出
量
と
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
個
別
収
集
、
家
庭
系
直
接
搬
入
を
合
わ
せ
た
数
値
で
す
。
 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の
値
は
、
平
成

27
年
度
ま
で
は
「
燃
や
さ
な
い
ご
み
（
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
」
と
し
て
集
計
し
た
値
で
す
 

資
源
化
率
と
は
、
ご
み
発
生
量
に
占
め
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
（
平
成

27
年
度
ま
で
は
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
、
剪
定
枝
、
資
源
物
、
集
団
回
収
の
割
合
で
す
。
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系
ご
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種
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の
実
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と
将

来
の

見
込

み
 

平
成

31
・
令
和
元
（
20
19
）
年
度
以
降
の
種
別
（
集
団
回
収
を
除
く
）
の
推
計
は
、
組
合
に
よ
る
地
域
循
環
型
社
会
形
成
推
進
地
域
計
画
（
第
２
期
）
に
準
じ
、
ご
み
排
出
量
を
平
成

30
（
20
18
）
年
度

（
直
近
）
の
比
率
で
按
分
し
て
い
ま
す
。
 

ご
み
排
出
量
と
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
個
別
収
集
、
家
庭
系
直
接
搬
入
を
合
わ
せ
た
数
値
で
す
。
 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の
値
は
、
平
成

27
年
度
ま
で
は
「
燃
や
さ
な
い
ご
み
（
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
」
と
し
て
集
計
し
た
値
で
す
。
 

資
源
化
率
と
は
、
ご
み
発
生
量
に
占
め
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
（
平
成

27
年
度
ま
で
は
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
、
剪
定
枝
、
資
源
物
、
集
団
回
収
の
割
合
で
す
。
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分
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み
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実
績
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将

来
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込
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平
成

31
・
令
和

元
（
20
19
）
年

度
以
降
の
種
別
（
集
団
回
収
を
除
く
）
の
推
計
は
、
組
合
に
よ
る
地
域
循
環
型
社
会
形
成
推
進
地
域
計
画
（
第
２
期

）

に
準
じ
、
ご
み
排
出
量
を
平
成

30
（
20
18
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年
度
（
直
近
）
の
比
率
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分
し
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ま
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。
 

ご
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排
出
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と
は
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ー
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ョ
ン
・
個
別
収
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、
家
庭
系
直
接
搬
入
を
合
わ
せ
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数
値
で
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。
 

ビ
ニ
ー
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プ
ラ
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チ
ッ
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燃
や
さ
な
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ご
み
の
こ
と
で
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。
 

資
源
化
率
と
は
、
ご
み
発
生
量
に
占
め
る
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
資
源
物
、
集
団
回
収
の
割
合
で
す
。
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6 適正処理と 3R の推進 
 

（1）資源ごみ回収の促進 

本市では市全域で、資源回収団体による集団回収が展開されています。主に自治会、

PTA、子供会育成会、老人会などが担い手となり、市は資源ごみ回収報償金交付制度を

運用して報償金を交付しています。実績は次の表の通りです。 

資源回収の登録団体数は横ばいであるのに対し、資源物の回収量は減少傾向にあり、

中でも新聞、雑誌、雑紙が減少しています。 

 

 

 

紙パック（牛乳パック）については、拠点回収（公民館等）も行っています。廃食

用油については、共同調理場、事業所からの回収、資源回収団体による回収、拠点回収

（市回収施設、回収協力店）を平成 20（2008）年度から開始し、「おやま菜の花・バ

イオプロジェクト推進協議会」がBDF（バイオディーゼル燃料）利用を推進しています。 

 

 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

新聞 1,230.6 1,141.5 1,042.7 1,044.7 986.3 923.0 858.5 792.2 721.7 599.7

雑誌/雑紙 271.9 251.9 254.6 260.7 242.8 223.8 242.7 202.7 200.2 176.0

段ボール 240.1 235.2 248.1 272.3 286.1 274.2 279.0 250.1 236.9 221.0

小計 1,742.6 1,628.5 1,545.4 1,577.6 1,515.1 1,421.1 1,380.2 1,245.0 1,158.8 996.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,742.6 1,628.5 1,545.4 1,577.6 1,515.1 1,421.1 1,380.2 1,245.0 1,158.8 996.7

18.2 16.7 14.6 14.9 12.7 12.2 11.1 12.0 11.1 6.5

58.1 50.4 50.6 50.1 52.7 53.8 51.7 48.2 48.2 44.4

0.3 2.8 0.0 4.3 9.6 9.2 12.2 10.9 6.9 7.3

76.5 69.9 65.2 69.3 75.0 75.2 75.1 71.0 66.2 58.3

1,819.1 1,698.5 1,610.6 1,647.0 1,590.1 1,496.3 1,455.3 1,316.0 1,225.0 1,055.0

1人1日当たりの回収量
（g/人日）

30.45 28.30 26.82 27.44 26.34 24.74 23.97 21.65 20.03 17.24

登録団体数 161 153 149 151 152 159 163 163 163 157

年度

合計(ｔ)

びん類

アルミ類

その他不燃

紙
類

計

布類

計

不
燃
系
(t)

可
燃
系
(t)

単位：ｔ/年
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（2）資源化の推進 

本市で回収したごみ・資源は、分別区分ごとに組合の中央清掃センター、リサイク

ルセンター、南部清掃センターに搬入し、中間処理として資源化するものの分別を行

った後に、資源として再生・再利用できるものをリサイクルルートに乗せています。 

また、容器包装廃棄物に関しては、「小山市分別収集計画」を指針として分別徹底、

資源回収、容器包装削減などを図っています。 

ごみ処理及び再資源化の状況 

 

〇燃やすごみ 

〇可燃系粗大ごみ

（畳、ふとん等）

リサイクルセンター 
リサイクルセンター棟

リサイクルセンター 
ストックヤード 

中央清掃センター 
160ｔ焼却施設 

70ｔ焼却施設 

南部清掃センター 
剪定枝ライン 

中央清掃センター 
ストックヤード 

南部清掃センター 
容リ法対象ビニプラ

ライン 

〇新聞紙 

〇段ボール 

〇雑誌・雑紙 

〇古布 

〇牛乳パック 

〇廃蛍光管 

〇乾電池 

○小型家電 

〇びん・缶 

〇ペットボトル 

〇剪定枝 

〇プラスチック製

容器包装 

〇燃えないごみ 

〇不燃系粗大ごみ

溶融処理のほか一部焼却灰を 

埋立 

新聞紙 

段ボールの中紙、板紙 

ティッシュ・ペーパー 

ウエス 

アルミ 

鉄 

ガラスびん

ペットボトル

不燃残渣 

アルミ原料 

鉄骨材化 

再生びん原料等

繊維原料等 

埋立て 

埋立て 

金属回収 

ガラス・水銀・金属回収 

再生プラスチック原料 

チップ化・堆肥原料 

○有害ごみ 
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（3）生ごみの自家処理の促進 

本市では、生ごみの自家処理による排出減量化に向けて、生ごみ処理機を購入した

市民(会社､団体等は不可)に対し、補助金を交付しています。 

 

（4）給食残渣・生ごみの堆肥化 

市が運営する市立小中学校、義務教育学校、市立保育所において、給食の生ごみや

事業者の排出する生ごみを委託処理により堆肥化しています。 

 

（5）フードドライブの実施 

家庭で食べきれない食品を市民の皆さんから持ち寄ってもらい、NPO 法人「フード

バンクとちぎ」の協力をいただき、福祉施設などに提供する取り組みを行っています。 

食品の受け付けは市内 11か所の出張所及び環境課窓口で行っています。 

 

（6）リユース食器の導入促進 

イベントで排出されるごみの多くは飲食物の容器であるため、同じ容器を繰り返し

使用することによって使い捨て容器を削減するよう補助金を交付し、イベントごみの

減量マニュアルを配布しています。 

 

（7）広報媒体を活用した情報発信 

市広報紙、廃棄物減量推進協議会広報紙、行政テレビ、市ホームページなどの媒体

を通して、ごみに関する情報提供や啓発を行っています。 

 

（8）啓発催事の開催 

ごみに関する意識啓発、行動促進のため、リサイクルフェアなどの催事を開催して

います。 

 

（9）ごみに関する環境教育の促進 

教育機関と連携して子どもたちに対して、ごみに関する環境教育を行うため、教育

冊子の配布や、市職員による出前講座などを行ってるほか、小学生を対象に８レンジ

ャー活動への参加を呼びかけています。 

 

（10）エコ・リサイクル推進事業所認定制度 

3R（Reduce 廃棄物の発生抑制・Reuse 再使用・Recycle 再資源化）、及び省エネル

ギーの推進を始めとする環境保全活動に積極的に取り組む事業所を「エコ・リサイク

ル推進事業所」として認定し、市民に広く周知して利用を促すことで、その取組を支

援する事業を行っています。平成 31 年 3 月 1 日現在で、106 事業所が認定されていま

す。 
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（11）廃棄物減量等推進員制度 

ごみの出し方や分別、ごみ収集所（ステーション）の管理や運営等の相談を受け、助

言や指導を行う役目を市民が担う制度です。推進員は市長から委嘱され、ごみ出しの

ことだけではなく、ごみ減量化や不法投棄などの施策にも協力しています。 

 

（12）廃棄物減量等推進審議会 

本市における廃棄物に関する施策や課題について専門的に審議する機関です。本計

画や本計画に基づく実施計画、分別収集計画の内容等について審議しています。 
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第２節 ごみ処理の基本方針と目標 
 

1 基本方針と主体別の役割 
 

（1）基本方針 

廃棄物処理法の目的と、先に掲げた「第 3 次小山市環境基本計画」の基本理念を踏

まえて、「生活環境の保全と公衆衛生の向上及び循環型を基調とする社会経済システ

ムの実現に向けて、ごみの適切な処理と減量化・資源化を、市民・事業者及び市が一

体となって推進し、環境への負荷をできる限り低減する社会を目指すこと」を、本市

のごみ処理の基本方針とします。 

なお、市民には町会や NPO＊などの民間団体、市外からの通勤・通学者、観光客など

の訪問者も含みます。 

 

（2）主体別の基本的な役割 

この基本方針のもとでの各主体の基本的な役割は、次のようになります。 

市民········消費者、地域住民、地域関係者として自らも廃棄物等の排出者であり、

環境への負荷を与えていることを自覚して、循環型社会の形成に向け、

ライフスタイルの見直しをより一層進めていく。さらに進んで、自ら循

環型社会の形成に資する活動を行う、各主体の環境保全活動のつなぎ手

となるなど、社会形成に参加する。 

 

事業者·····環境に配慮した事業活動を行うとともに、排出者責任や拡大生産者責任＊

を踏まえて、廃棄物等の適正な循環的利用及び処分への取組、消費者との

情報ネットワークの構築や情報公開を推進していく。 

 

市·········地域づくりを推進していく上で重要な課題の 1 つである循環型社会を形成

するため、地域の自然的・社会的条件に応じた条例の着実な施行や、廃棄

物等の適正な循環的利用及び処分の実施にとどまらず、各主体間のコーデ

ィネーターとしての役割を果たす。また、災害時における災害廃棄物の処

理体制の整備を推進する。 
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（3）県内における各主体の役割 

栃木県廃棄物処理計画によれば、各主体に関して次のことが責務及び役割とされて

います。ごみ処理は市単独ではなく広域的に行われるものであることから、これらの

ことを市民・事業者・市の課題としても受け止めることが必要です。 
 

 

市民の責務及び役割 

□ 商品を購入する際には、必要であるかどうか十分に考えた上で、繰り返し使用

できる商品、再生品である商品等を選択するとともに、マイバッグの使用及びレ

ジ袋の辞退等を心がける。 

□ 物を大切にすることを意識し、購入した商品をできるだけ長期間使用するこ

と、購入した食材を使い切ること等を心がける。 

□ 商品を購入する際又は購入した商品が不要となった際には、リユースショップ

等の活用により、中古品の有効利用を心がける。 

□ 物を廃棄する際には、市町が設定した区分に従って分別するとともに、資源物

等に付着した汚れを取り除くよう努める。 

□ 使用済みの家電製品、自動車、パソコン等については、各種リサイクル法等に

基づき、適切に引渡し等を行う。 

□ スーパー等による店頭回収、自治会等による集団回収等を活用し、ペットボト

ル、食品用トレイ、古紙、空き缶、空き瓶等のリサイクルに努める。 

□ 不法投棄等を発見したときには、不法投棄 110 番等を活用し、関係機関への速

やかな通報に努める。 

□ 環境教育・環境学習の場に積極的に参加し、廃棄物及び放射性物質に対する理

解、平時及び災害時における処理施設の必要性についての理解等を深めるよう心

がける。 
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事業者の責務及び役割 

□ 廃棄物をできるだけ発生させないことを意識した上で、発生した廃棄物につい

ては再使用、再生利用及び熱回収に努め、それができない場合には、責任を持っ

て処分する。 

□ 製造業者は、拡大生産者責任に基づき、製品等の耐久性の向上、リサイクルを

促進するための設計の工夫及び材質等の表示等に努める。 

□ 小売業者は、エコマークの認定商品等の取扱いの拡充、レジ袋の配布の自粛、

簡易包装の推進等に努めるとともに、ペットボトル、食品用トレイ等の回収ボッ

クスの店頭への設置等により、自らが販売した商品の容器等の回収に努める。 

□ 備品等を購入する際には、繰り返し使用できる備品、再生品である備品等の選

択を心がけるとともに、事業所内における家具、パソコン、複写機等の再使用に

努める。 

□ 事業所内で発生した廃棄物の分別を徹底するとともに、廃棄物に付着した汚れ

の除去、古紙等の売却等に努める。 

□ オフィスで発生した使用済家電製品等については、各種リサイクル法等に基づ

き、適切に引渡し等を行う。 

□ 事業所内で発生した廃棄物の処理を委託する場合には、排出者責任を踏まえ、

優良な処理業者の選択を心がける。 

□ 不法投棄等を発見したときには、不法投棄 110 番等を活用し、関係機関への速

やかな通報に努める。 

□ 環境教育・環境学習の場に積極的に参加し、廃棄物及び放射性物質に対する理

解、平時及び災害時における処理施設の必要性についての理解等を深めるよう心

がける。 
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市の責務及び役割 

□ 一般廃棄物の処理に関する統括的な責任を踏まえ、一般廃棄物処理計画に基づ

き、区域内の一般廃棄物全般に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。 

□ ごみ処理の有料化の実施、ごみ処理の手数料の見直し等に積極的に取り組むこ

とで、廃棄物の排出量に応じた住民の負担の公平性を確保するとともに、住民に

よる廃棄物の排出量の削減、資源物の分別の促進等を図る。 

□ 一連のリサイクルシステムの構築を図るため、地域の実情に応じた多様な循環

ルートの確保に努める。 

□ 地域住民、事業者及び処理業者に対し、廃棄物の発生抑制、再使用及び処理、

各種リサイクル法等に基づく処理等に関する普及啓発を行う。 

□ 県、地域住民等と連携し、不法投棄等の不適正処理の防止を図る。 

□ 区域内の事業者及び処理業者の育成を図るとともに、廃棄物処理法等を遵守し

ない事業者及び処理業者には厳正に対処する。 

□ 平時及び災害時における民間の処理施設の必要性に加え、廃棄物・リサイクル

産業の市場規模等の拡大等の状況を認識した上で、環境教育・環境学習の場等に

おいて、処理施設に対する地域住民及び事業者の理解促進を図る。 

□ 県と連携し、放射性物質に対する県民の不安の解消、理解促進等に努める。 

□ 職員の研修等による人材育成、処理コストの低減等による一般廃棄物の処理の

効率化等により、一般廃棄物の処理体制の充実を図る。 

□ 一般廃棄物の処理に関する統括的な責任を踏まえ、それぞれの実情に応じて、

一般廃棄物処理施設の継続的かつ安定的な確保を図る。 

□ 計画的かつ効率的な維持管理により、処理施設の長寿命化を図る。 

□ 平時及び災害時における周辺施設への熱供給又は電力供給の重要性を認識し、

焼却施設における熱回収設備の高度化に努める。 

□ 地域の実情に応じて、焼却残さの溶融スラグ化、公共事業における溶融スラグ

の積極的な使用等により、最終処分量の削減を図る。 

□ 非常災害時における災害廃棄物の処理体制の整備、処理施設における災害対策

の強化等を図る。 
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2 目標 
 

（1）目標年次 

本計画の目標年次は、令和 11（2029）年度とします。 

 
（2）これまでの状況 

前計画の目標に関する状況と評価は次の通りです。 
 

前計画の目標項目 前計画の目標値 
平成 30（2018）年度

の実績と評価 

市民 1人 1日当たりのごみ 

発生量 
 

（家庭系と事業系） 
 

（資源物、集団回収分も含

むことで、ごみ発生の抑制

取組を評価する指標となっ

ています） 

令和 2（2020）年度で平成 12

（2000）年度比約 15％減。 
 

市の推計値を基に算出した 

約 870g まで減らします。 

919.1g 
 

目標まであと 49g と

なっています。 

 

市民 1人 1日当たりの資源 

回収分を除いた家庭系ごみ

排出量 
 

（資源物、集団回収分を除

くことで、家庭での分別取

組も評価する指標となって

います） 
 

（粗大ごみを減量対象に含

みます） 

令和 2（2020）年度で平成 12

（2000）年度比約 13％減。 
 

国の指標である 

約 500g まで減らします。 

573.1g 
 

目標まであと 73g と

なっています。 

 

市全体の事業系ごみ排出量 
 

（事業所規模により差があ 

るため、事業所当たりでは 

なく総量について扱いま

す） 

令和 2（2020）年度で平成 12

（2000）年度比約 31％減。 
 

市の推計値を基に算出した 

約 10,100 トンまで減らします。

14,289 トン 
 

目標まであと4,189ト

ンとなっています。 
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（3）ごみ減量化と循環型社会形成に向けた目標値 

本計画の推進により実現を図る目標値を、次のように定めます。 

 

 

市民 1人 1日当たりのごみ発生量 

（家庭系と事業系） 

（資源物、集団回収分も含むことで、ごみ

発生の抑制取組を評価する指標となってい

ます） 

市民１人１日当たりのごみ発生量を、目

標年度令和 11（2029）年度までに 785g/

人日まで減らします。 

平成 30（2018）年度（約 919g/人日）比

で約 14.6％削減 

中間目標年度 令和 6（2024）年度 

797g/人日 
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市民１人１日当たりの資源回収分を除いた家庭ごみ排出量

実績値 推計値 目標値

単位：g/人日

中
間
目
標
年
度

目
標
年
度

年度

市民 1人 1日当たりの資源回収分を除いた

家庭系ごみ排出量 

（資源物、集団回収分を除くことで、家庭

での分別取組も評価する指標となってい

ます） 

市民１人１日当たりの資源回収分を除い

た家庭ごみ発生量を、目標年度令和 11

（2029）年度までに 480g/人日まで減ら

します。 

平成 30（2018）年度（573g/人日）比で

約 16.2％削減 

中間目標年度 令和 6（2024）年度 

481g/人日 
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単位：ｔ/年

中
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目
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年
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目
標
年
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市全体の事業系ごみ排出量 

（事業所規模により差があるため、事業所

当たりではなく総量について扱います） 

市全体の事業系ごみ発生量を、目標年度

令和 11（2029）年度までに 11,731 トン/

年まで減らします。 

 

平成 30（2018）年度（14,289 トン/年）

比で約 17.9％減 

中間目標年度 令和 6（2024）年度 

12,320 トン/年 
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燃えるごみの発生量（家庭系）

実績値 推計値 目標値

単位：g/人日

目
標
年
度

年度

燃えるごみの発生量 

（家庭系） 

平成 30（2018)年度の市民１人あたり１

日の排出量492グラムを、平成29（2017)

年度に下野市の国分寺・南河内地区が１

人あたり１日 400 グラムを達成している

ことから令和 6（2024）年度までに、400

グラムまで減らします。 
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燃えるごみの発生量（事業系）

実績値 推計値 目標値

単位：ｔ/年

目
標
年
度

年度

燃えるごみの発生量 

（事業系） 

平成 30（2018)年度の発生量 13,295トン

を、令和 9（2027)年度までに、10,764 ト

ンまで減らします。 
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第３節 ごみ処理の課題と施策 
 

1 ごみの適正な処理 
 

（1）課題 

廃棄物処理法の定めにより、市には一般廃棄物を適正に処理する責務があります。

また、組合を構成する一員として、組合運営の責務を果たす必要があります。組合を

構成する地域（以下、本地域）の循環型社会形成を推進するため、組合、下野市、野

木町と連携しながら、地域計画を具体化していく必要があります。 

地域計画で整備された南部清掃センターやリサイクルセンターの稼働開始に伴い、

容器包装プラスチック、剪定枝、びん、缶、ペットボトル、不燃系ごみなどの運搬に

変更が生じていますが、今後、更なる収集運搬の効率化を図るとともに、高齢化の進

行に伴う対応も必要となっています。 

 

（2）施策 

◆ ごみ収集所（ステーション）の配置や収集頻度などについて、業務効率化と市

民サービス充実の両立を目指して、継続的に検討、改善を図ります。 

◆ 収集・運搬の過程における環境負荷の低減を目指して、低公害車の導入などの

具体的対策を図ります。 

◆ 資源化の市場や技術の動向を見極めながら、分別の拡大や合理化を図ります。 

◆ ごみ出しの決まり、分別方法、収集所の使い方、事業系ごみの排出責任などに

ついて、市民・事業者への定着・強化を図ります。 

◆ 高齢化の進行に伴う、排出困難者などの対応を含めた収集・運搬の効率化を図

ります。 

◆ 小山広域保健衛生組合の適正な運営と、組合構成市町の連携を図ります。 

◆ 本地域における適切な中間処理及び最終処分を図ります。 

◆ 地域計画により、廃棄物処理施設の整備推進と、分別及び処理体制の見直しを

図ります。 

◆ 職員の研修等による人材育成等による、一般廃棄物の処理体制の充実を図りま

す。 
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2 ごみの排出抑制 
 

（1）課題 

本市の家庭系ごみは、全体として横ばい傾向にあり、前計画の目標達成に向かうレ

ベルには至りませんでした。ステーション・個別収集、直接搬入ともに増減を繰り返

していますが経年的には横ばい傾向となっています。 

事業系ごみは平成 22（2010）年度まで減少し、以降は増加しており、前計画の削減

目標値の達成が困難な状況となっています。 

現在も県外の最終処分場に埋立処分していることから、特に家庭系ごみの削減を図

るため、国の SDGs に基づく食品ロスの対応や海洋へのプラスチックの流出を回避す

るためのプラスチックリサイクルへの対応などの方針も踏まえ、今後も継続的にごみ

の排出抑制に取り組んでいく必要があるといえます。 

また、一般廃棄物の処理にかかる費用は、大きく収集運搬の費用と組合の分担金に

分かれますが、多額の経費を抑制する意味からも、ごみの排出抑制に取り組んでいく

必要があるといえます。 

また、本市は首都圏にあって、交通の利便や平坦な地形といった利点を持つことか

ら、今後も都市化が進むと思われます。県内でも市内でも、都市部に人口が集中する

傾向にあることから、都市部での排出抑制の取組が特に重要となっています。先に掲

げた目標値の実現に向けて、各主体が自らの行動を改善し、また取組の連携を強めて

いくことが重要です。 
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家庭系食品ロスについて、栃木県が実施した本市における調査結果を以下に示しま

す。 

 

 

 
 

本市における燃やすごみに占める食品ロスの割合は地域によって 15.2％～22.5％で

あり、近郊農村部が最大となっています。本市の平成 30（2018）年度の家庭系の燃や

すごみの年間排出量は 30,087 トンであり、燃やすごみに占める食品ロスを 10％削減す

ることにより年間約3,000トン、市民１人あたり１日あたりでは約50gの削減となりま

す。 

  

（単位：％）

集合住宅 旧市街地 新興住宅地 近郊農村部

手付かず食品 8.3 7.0 6.5 10.8

食べ残し 7.7 9.9 8.7 11.8

小計 16.0 16.9 15.2 22.5

84.0 83.1 84.8 77.5
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（2）施策 

◆ 食べ物の「使いキリ」「食べキリ」、生ごみの「水キリ」を啓発し、それでも

発生した生ごみは生ごみ消滅器等で自家処理させる「生ごみナシキリ運動｣を

推進し、生ごみの排出抑制と減量化を図っていきます。【重点施策】 

◆ 事業者・市民に向けて、ごみ問題の説明・情報発信、排出抑制の必要性の訴え、

行動の要請を継続的に行っていきます。 

◆ 市広報紙やクリーンおやま等の刊行物、ケーブルテレビを利活用して廃棄物の

排出抑制を重点的に啓発するほか、廃棄物減量等推進員研修会やおやま・まち

づくり出前講座でリデュースの重要性を訴えていきます。 

◆ レジ袋の有料化について国は、令和２年7月１日からすべての小売店に有料化を義務

付ける方針をまとめました。市では大型スーパーでの実施の協力を始め、「小山

市エコ・リサイクル推進事業所認定制度」を通じて、引き続き普及拡大するよ

う啓発してまいります。また、詰め替え製品の普及啓発などに代表される協働

による取組を、事業者・市民と共に検討し、実現を図っていきます。 

◆ 使用済みの容器を回収し、メーカーが洗浄して再び使用する、繰り返し使用が

可能なリターナブル容器は、その容器自体が壊れるまではごみにならないこと

から、ごみの発生抑制の手段として有効であり、普及拡大するよう啓発してま

いります。 

◆ 受益者負担をはじめとしたごみ有料化、有料指定袋の導入検討等の排出抑制誘

導策を、偏ることなく多面的に検討し、実現を図っていきます。 

◆ 食品ロスの削減に向けて、家庭はもとより事業者（飲食店等）への情報発信や

啓発活動を推進していきます。 

◆ 「プラごみゼロ宣言」に基づき、使い捨てプラスチックの使用削減、再生材や

生分解性プラスチックの利用促進などの取り組みを推進します。 
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3 資源化 
 

（1）課題 

現代の大量廃棄型の社会には、環境保全と健全な物質循環を阻害する面があります。

また、温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、天然資源の枯渇の懸念、大規模な

資源採取による自然破壊など、様々な環境問題にも密接に関係しています。そのこと

に対し国は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環

型社会」の形成をめざし、様々な政策を推進してきました。 

その結果、3R の取組進展、個別リサイクル法などの法的基盤整備、国民意識の向上

などにより、最終処分量の大幅削減などの目に見える成果が現れています。今後は、

循環を量だけではなく質の面からも捉え、廃棄物などを貴重な資源・エネルギー源と

して一層有効活用する新たな段階に進むことが、政策課題とされています。 

本市では、地域計画を推進し、最近の社会情勢に即した分別、資源化を行うことで、

広域地域での循環型社会を実現していくことが求められます。 

また、使用後の再資源化に適した製品づくり、市民や事業者による資源回収、再資

源化から生まれた材料や製品の利用などの面で、市民・事業者の自主的な行動を促し、

支え、広げていくことも重要です。 

本市の収集段階において、ごみ発生量に占める資源回収の割合は次の表の通りです。 

 

 

ごみ発生量とは、ステーション・個別収集、家庭系直接搬入、事業系、集団回収を合わせた値です。 

 

平成 21（2009）以降、資源化率は低下し、平成 30（2018）年度には、0.128 となっ

ています。内訳をみると、各資源ともに低下が続いており、特に可燃系資源や集団回

収ではスマートフォンやタブレットの普及による新聞や雑誌の購読者の減少の影響に

よると考えられる回収量の低下が見られており、資源化の推進にはプラスチック製容

器包装の資源回収の強化が必要と考えられます。 

年度 剪定枝 
プラスチック

製容器包装 

資源物 
集団回収 計 

可燃系 不燃系 

H21(2009) 0.0 0.053 0.064 0.030 0.031 0.178

H22(2010) 0.0 0.048 0.057 0.030 0.030 0.164

H23(2011) 0.0 0.042 0.051 0.027 0.027 0.146

H24(2012) 0.0 0.043 0.051 0.027 0.030 0.151

H25(2013) 0.0 0.044 0.047 0.026 0.028 0.146

H26(2014) 0.0 0.042 0.047 0.026 0.027 0.142

H27(2015) 0.0 0.039 0.045 0.026 0.026 0.137

H28(2016) 0.016 0.034 0.040 0.025 0.025 0.140

H29(2017) 0.015 0.031 0.037 0.025 0.022 0.130

H30(2018) 0.017 0.030 0.037 0.025 0.019 0.128

（資源化率）
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（2）施策 

◆ 分別の意味、方法、成果などについて、事業者・市民への周知活動をくり返し

行っていきます。 

◆ 分別の精度の向上を事業者・市民にくり返し訴えるとともに、現場での助言や

指導を図っていきます。 

◆ 小型家電リサイクル法に基づく、使用済小型電子機器の拠点回収の強化を図り

ます。 

◆ 地域計画により整備された、「エネルギー回収推進施設（中央清掃センター）」

「マテリアルリサイクル推進施設（下野市）」「容器リサイクル法対象ビニプ

ラ施設（野木町）」を活用し、熱回収によるごみ発電（サーマルリサイクル）

及び「容器包装プラスチック」、「剪定枝」の分別収集・資源化を推進します。 

◆ 小山市分別収集計画を運用し、容器包装廃棄物への対応を図っていきます。 

◆ 小山市バイオマスタウン構想（2008 年度策定）に基づき、廃食用油の燃料化

（BDF）などを図っていきます。 

◆ 資源化に関する情報収集と職員の学習を図っていきます。 

◆ 製品やサービスを調達する際、まず、必要かどうかを考え、必要なときは環境

のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい「グリーン購入」を推進します。 

◆ 資源化に関する情報提供、教育教材の提供、見学・体験機会の確保など、事 

業者・市民の学習活動を支援、促進します。 

◆ 循環型社会形成に向けた事業者・市民の自主的な行動の発展を支えるため、交

流機会の確保、支援ニーズの把握、各種支援策の検討と実施を図っていきます。 
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4 災害廃棄物への対応 
 

（1）課題 

大規模な地震や、近年の異常気象による大規模水害に見られるように災害被害が広範

囲にわたるような場合には、通常のごみに加えて、壊れた家屋、家財、事務用品、日用

品、食材などが短い期間に大量に廃棄され、処理能力を超えることが考えられます。 

また、道路の寸断、避難所の設置、あるいはごみ処理施設への直接被害などにより、

通常のごみ処理システムが機能しなくなることも考えられます。 

このような緊急の事態に備えて、施設、指揮系統、県や組合との連携、支援の受入体

制などの面で、対策を準備しておく必要があります。 

 

（2）施策 

◆ 小山市地域防災計画と連携して、災害時のごみ処理に関する指揮系統、市民へ

の広報系統を整備します。 

◆ 県や組合と共に、災害時の協力体制、役割分担、施設の確保などについて検討

し、対応策の充実を図っていきます。 

◆ 県と連携し、放射性物質に対する市民の不安の解消、理解促進等に努めます。 

◆ 国を始めとした公的な支援や民間ボランティアなどの、受入に向けた体制の整

備を図ります。 

◆ 栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定に基づき、

本市の被災時には応援を求め、また他市町村の被災時には本市から応援するよ

う、連携を図っていきます。 

◆ 東日本大震災の経験を踏まえ、市民・事業者への情報発信、新たに整備するス

トックヤードに二次集積場の機能を備えるなど、災害廃棄物への対応を図って

いきます。 

◆ 被災時を想定した平時の備えや、発生した災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に

処理するための災害応急対策、復旧・復興対策等対応に必要な事項を定めた、

「災害廃棄物処理基本計画」を策定します。 

 



第２章 ごみ処理基本計画  

49  

 

5 協力体制の確立 
 

（1）課題 

ごみ処理事務を円滑かつ適切に推進し、ごみ問題の解決に向けて前進し、さらには循環型

社会をつくっていくためには、市・事業者・市民が連携して取り組んでいくことが不可欠で

す。また、本地域における連携、県との連携も不可欠です。 

 
（2）施策 

◆ 県との交流、協議、施策推進の協調を進めるため、密接な関係づくりを図っていき

ます。 

◆ 組合の構成員として積極的に運営に関与し、適切な処理システムの構築と運用、市

民サービスの充実を図っていきます。 

◆ 廃棄物減量等推進員制度の活動を充実させ、推進員の専門性の向上を図ります。 

◆ 廃棄物減量等推進審議会における減量等施策の議論を深めるべく、活動の充実を図

ります。 

◆ 循環型社会の理解と 3R の実践に向けて、事業者・市民とのネットワークの形成を図

っていきます。 

◆ 本計画及び関連実施計画の進捗を検証し、改善を図っていきます。 

◆ 栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定に基づき、災害

時の連携を図っていきます。 
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第３章 生活排水処理基本計画 
 

第１節 生活排水処理の現状と見込み 
 

1 生活排水処理の背景 
 

 

（1）生活排水とは 

生活排水とは、台所や風呂などから出される生活雑排水と、便所のし尿のことを指し、

一般廃棄物として扱われています。公衆衛生の維持と、公共用水域の水質汚濁防止のた

めに、これら生活排水を適正に処理する必要があります。 

水質汚濁の発生源には、工場、農地、養魚場、畜産場といった事業場と、生活雑排水

を出す住宅やオフィスなどのほか、自然界の現象もあります。その中でも未処理のまま

放流される生活雑排水については、汚濁要因の大きな割合を占めることから、全国で処

理施設の整備をはじめとした対策が行われてきています。 

処理施設には次の表のように様々なものがあり、地方自治体が地域の実状に応じて選

択し、普及を進めることとなっています。 

 

集合

処理 

公共下水道 流域下水道 2 つ以上の市町村にまたがる下水道の根

幹的施設（処理場、幹線管渠等）を都

道府県が建設管理するもの 

国土交通省

所管 

公共下水道 主に住宅密集地に整備するもの、計画

人口に制限はない 

農業集落排水施設 農業振興地域内に整備するもの、概ね 

20 戸以上かつ 1,000 人程度の集落が対

象となる 

農林水産省

所管 

個別

処理 

浄化槽 浄化槽設置整備 

事業 

市町村が整備する集合処理施設、計画

規模は 101～30,000 人 
環境省所管

浄化槽市町村整備推

進事業 

市が設置整備する 

個別排水処理施設整

備事業 

集合処理区域の周辺区域（20 戸/年）や

特定地域生活排水処理事業対象地域

（10～20 戸/年） 等に整備する 

総務省所管
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（2）県の方針 

県は平成 23（2010）年度に、県内の市町と協力して「新栃木県生活排水処理構想」を

策定し、平成 27（2015）年度には「栃木県生活排水処理構想～とちぎの清らかな水２

０１６プラン～」として見直しを行い、これに基づいて施設整備を進めることとし、

中期目標となる令和 7（2025）年度には、県民の 93.0％を整備目標としています。 

 

（3）本市の河川の水質 

市内の河川については、永野川、杣井木川、巴波川、思川、豊穂川、姿川、西仁連

川、田川の8河川について、「生活環境を保全するうえで維持することが望ましい水質

上の基準：環境基準」の B類型が適用されています。 

上記の河川のうち、市で毎年度調査を行っている６河川について平成 30（2018）年

度の調査結果を下表に示します。年平均値を環境基準と比較すると、大腸菌群数が全

ての地点で環境基準を上回っていました。また、BOD も３地点で環境基準を上回ってい

ました。その他の項目については全て環境基準を下回っていました。 

なお、BOD については環境基準の達成状況の評価値である年間 75％値では 11 地点の

うち 5地点で環境基準を達成していませんでした。 

 
 

（4）本市の地下水の水質 

地下水については、平成 30（2018）年度は、5 箇所の井戸で 28 項目の調査をしてお

り、その結果、すべてにおいて環境基準が達成されています。 

 

 

 

調査項目

ｐＨ ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌群数

年平均値 年間75%値

－ mg/ｌ mg/l mg/l mg/ｌ MPN/100ml

姿川 姿川橋 7.7 1.6 1.6 7 9.5 121,833

小宅橋 7.5 1.1 0.9 3 9.8 179,298

観晃橋 7.5 1.2 1.0 5 9.2 69,633

乙女大橋 7.6 8.2 6.9 1 9.1 64,750

感際橋 7.1 6.4 7.7 9 6.6 96,750

昇明橋 7.4 2.7 3.8 11 9.0 68,000

豊穂川 新川橋 7.5 1.7 1.4 5 9.6 248,500

天神橋 8.2 2.3 2.2 5 11.6 26,283

梁橋 8.2 2.0 1.9 5 10.6 134,617

舞鶴橋 7.6 3.0 3.8 6 9.5 269,667

一丁田橋 7.5 3.1 3.3 6 8.6 99,800

6.5以上
8.5以下

3.0以下 25以下 5.0以上 5,000以下

注 は環境基準を超えた値を示しています。

　　調査結果は、年間６回行った調査の平均値です。

環境基準（Ｂ類型）

渡良瀬川

鬼怒川

利根川

思川

巴波川

田川

西仁連川

調査地点河川名水系名
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（5）本市の生活排水処理 

本市の生活排水処理は次の形で行われています。 
 

処理施設 対象となる生活排水 処理主体 

公共下水道 し尿・生活雑排水・工場排水 小山市 

農業集落排水施設 し尿・生活雑排水 小山市 

浄化槽※ し尿・生活雑排水 個人等 

単独処理浄化槽 

（平成 13 年度より原則禁止）

し尿 個人等 

し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 小山広域保健衛生組合

下水汚泥処理施設 下水汚泥 栃木県 

※ 現在、単独処理浄化槽は新たな設置が禁止されていることから、単に浄化槽という場合は、合

併処理浄化槽のことを指します。 

 

し尿の収集・運搬は、市が許可している業者が行っています。浄化槽汚泥及び農業

集落排水処理施設から発生する汚泥は、浄化槽法の許可を受けた浄化槽清掃業者が引

き出し、廃棄物処理法の許可を受けた一般廃棄物処理業者が収集・運搬を行っていま

す。 

 

2 生活排水処理施設の整備状況 
 

（1）集合処理施設 

平成 31（2019）年 3月末の時点で、行政人口（住民基本台帳の総人口）167,274人に

対して、公共下水道計画区域内の計画人口は 125,130 人で約 74.8%となっています。 

公共下水道と農業集落排水処理施設の供用開始区域の状況は次の表の通りです。 
 

 計画人口 供用開始区域内人口 行政人口に対する普及率 

公共下水道 125,130 人 109,456 人 65.4％

農業集落排水  13,444 人 8.0％

 合計 122,900 人 73.4％
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平成 31（2019）年 3 月末の時点で、公共下水道計画区域内の各処理区の状況は次の

表の通りです。 
 

公共下水道

計画区域 

計画人口 供用開始区

域内人口 

計画人口に対

する普及率 

水洗化人口 

（利用人口） 

区域内

水洗化率

小山処理区 92,500 人 81,303 人 87.9% 72,815 人 89.6%

扶桑処理区 8,860 人 7,954 人 89.8% 7,739 人 97.3%

思川処理区 23,770 人 20,199 人 85.0% 17,675 人 87.5%

合計 125,130 人 109,456 人 87.5% 98,229 人 89.7%

 
 

平成 31（2019）年 3 月末の時点で、農業集落排水事業の各地区の状況は次の表のと

おりです。 

地区名 計画人口 供用開始区 

域内人口 

計画人口に対 

する普及率 

水洗化人口 

（利用人口） 

区域内 

水洗化率

鏡 380 人 231 人 60.8% 208 人 90.0%

中河原 350 人 233 人 66.6% 241 人 103.4%

生井 1,510 人 903 人 59.8% 877 人 97.1%

向野本田 330 人 243 人 73.6% 228 人 93.8%

上梁 440 人 339 人 77.0% 298 人 87.9%

中島 510 人 368 人 72.2% 343 人 93.2%

武井高松 810 人 561 人 69.3% 523 人 93.2%

大行寺 1,090 人 738 人 67.7% 682 人 92.4%

萱橋 1,360 人 1,046 人 76.9% 979 人 93.6%

小薬大本 1,990 人 1,491 人 74.9% 1,363 人 91.4%

延島 1,660 人 1,244 人 74.9% 1,096 人 88.1%

福良 3,150 人 2,345 人 74.4% 2,200 人 93.8%

小山市東部 3,630 人 2,273 人 62.6% 1,447 人 63.7%

豊田北東部 1,560 人 1,429 人 91.6% 1,201 人 84.0%

合計 18,770 人 13,444 人 71.6% 11,686 人 86.9%
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（2）浄化槽 

平成 31（2019）年 3 月末の時点で、浄化槽人口は 30,103 人で行政人口に対する普及

率は 18.0%です。 

 

（3）し尿及び汚泥の処理施設 

し尿・浄化槽汚泥の処理は、組合が設置した小山広域クリーンセンターで汚泥と生

ごみを混ぜ合わせ堆肥を製造して、有効利用を図っています。 

下水汚泥の処理は、県と市町村が共同で設置した栃木県下水道資源化工場が担い、

汚泥から溶融スラグ＊を製造して、有効利用を図っています。 
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3 し尿・浄化槽汚泥の現状と見込み 
 
 

し尿・浄化槽汚泥の収集の状況は次の表の通りです。（各年度 3月末現在） 
 

年 度 非水洗化（汲

み取り）人口 

浄化槽人口 汲み取りし尿

収集量 

浄化槽汚泥

収集量 

収集合計量 

H24(2012) 5,496 人 73,995 人 7,061 KL 12,369 KL 19,430 KL

H25(2013) 4,792 人 73,430 人 6,944 KL 11,909 KL 18,853 KL

H26(2014) 4,286 人 71,978 人 6,488 KL 10,934 KL 17,422 KL

H27(2015) 3,881 人 69,471 人 6,443 KL 12,285 KL 18,728 KL

H28(2016) 3,657 人 67,725 人 6,234 KL 11,657 KL 17,891 KL

H29(2017) 3,238 人 66,491 人 6,202 KL 11,050 KL 17,252 KL

資料：小山市統計年報 

 

非水洗化人口と浄化槽人口は、どちらも減少を続けています。浄化槽人口とは農業

集落排水処理施設、浄化槽および、旧来の単独処理浄化槽の利用者を合わせた数です。 

また、ここでの非水洗化人口とは公共下水道、農業集落排水処理施設に接続してお

らず、かつ浄化槽設置を行っていないことで、し尿処理は汲み取り収集によっていま

す。非水洗化家屋については、今後、集合処理施設（公共下水道、農業集落排水処理

施設）あるいは浄化槽のいずれかを整備するとされており、その見込みは集合処理施

設の整備予定と、集合処理施設が整備されない地域での浄化槽の普及の速さによりま

す。 
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収集量の毎年度の変動は次の図の通りです。浄化槽汚泥量とし尿処理（汲み取り）量

ともに減少傾向にあります。 

なお浄化槽汚泥とは、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽、農業集落排水処理施設か

ら発生する汚泥のことです。 
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第２節 生活排水処理の基本方針と目標 
 

1 基本方針 
 

 

本計画の基本理念のもと、本計画の対象である市民が享受すべき公衆衛生を確保す

ることと、本市が誇るべき財産である水環境の汚濁防止を図るため、生活排水の処理

施設を計画的に整備していきます。その際の基本方針を次のように定めます。 

 

（1）生活排水処理に係る基本方針 

 
■ 経済・社会及び地域の実情に応じて、公共下水道の整備及び浄化槽の設置普

及を図ります。 

■ 計画的で効率的な施設整備を行います。 

 
（2）施設整備の体系に関する基本方針 

 
  

施設整備の体系 

市街化調整区域 

市街化区域 

公共下水道未整備区域 （個別処理） 

個人設置浄化槽 

集落区域 

集落区域以外 

（集合処理） 

公共下水道 

（個別処理） 

個人設置浄化槽 

（集合処理） 

公共下水道 

農業集落 

排水処理施設 

（個別処理） 

個人設置浄化槽 
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①市街化区域 

■ 公共下水道基本計画に基づいて認可区域の拡大を図ります。 

■ 公共下水道の処理区域においては、非水洗家屋や生活雑排水未接続家屋の把

握を行い、下水道接続の推進を図り、処理区域内の完全接続をめざします。 

■ 公共下水道の整備が当面困難な地域については、浄化槽の設置整備を図りま

す。 

■ 浄化槽の処理水は既存の公共用水域に放流するものとし、放流先のない宅地

については「小山市浄化槽指導要綱」に基づく敷地内処理を採用するものと

します。 

 

②市街化調整区域 

■ 浄化槽の設置普及を図ります。 

■ 集落区域において集合処理が効率的な地域については、公共下水道または農

業集落排水処理施設の処理能力に余裕がある場合に限り対応します。 

■ 浄化槽の処理水は既存の公共用水域に放流するものとし、放流先のない宅地

については「小山市浄化槽指導要綱」に基づく敷地内処理を採用するものと

します。 

 

（3）啓発・指導に関する基本方針 

■ 生活排水処理に関する市民の理解と協力を深めていくため、積極的な普及啓

発を行っていきます。 

■ 公共下水道供用区域における下水道施設の利用促進を図ります。 

■ 汲み取り世帯の浄化槽設置促進を図ります。 

■ 単独処理浄化槽設置世帯の浄化槽への転換促進を図ります。 

■ 浄化槽の適正管理の徹底を図ります。 

 
（4）し尿・浄化槽汚泥の処理に関する基本方針 

■ 小山広域保健衛生組合にし尿・浄化槽汚泥の処理を委託します。 

■ 小山広域保健衛生組合を通じて、し尿・浄化槽汚泥の資源化を図ります。 

■ し尿・汚泥の適正な収集・運搬を図るため、許可業者への指導を行います。 



第３章 生活排水処理基本計画  

61  

 

2 目標 
 

（1）目標年次 

本計画の目標年次は、令和 11（2029）年度とします。 

 
（2）生活排水処理の目標値 

「小山市生活排水処理計画」における令和7（2025）年度の目標値とします。 

市総人口に対する生活排水処理施設整備の構成比は、公共下水道（単独公共下水道

及び流域関連公共下水道）が 75.7％、農業集落排水処理施設が 9.0％、個人設置浄化

槽が 13.9％です。 

また、公共下水道処理区域内水洗化率は 100％を目標とします。 

なお、同計画において、令和 17(2035)年度を 100％の普及目標としており、構成比

は公共下水道（単独公共下水道及び流域関連公共下水道）が 79.8％、農業集落排水処

理施設が 9.5％、個人設置浄化槽が 10.7％です。 
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第３節 生活排水処理の課題と施策 
 

1 生活排水処理施設の整備 
 

（1）課題 

本市の公共用水域の水質は改善の傾向にあるものの、依然として各所で汚濁が見ら

れ、その発生源には生活雑排水が大きな割合を占めています。さらに、現在の本市は

都市化が進む方向にあることからも、生活排水処理の一層の普及が必要といえます。 

一方で、少子高齢化と核家族化が進んでいることや、都市化の情勢が長期的には見

極めにくいこと、市財政の事情などから、施設の充実とともに、効率的な配置が不可

欠となっています。 

集合処理の施設については、その効果を最大限に発揮し、効率的な都市としていく

ためにも、供用区域内の全ての排出者が接続することが重要です。 

個別処理においては、浄化槽の処理機能を維持していくために、適正な管理を継続

することが必要です。 

 

（2）施策 

◆ 小山市公共下水道基本計画に基づき、公共下水道の整備を図ります。 

◆ 集合処理の計画に該当しない区域や、該当しても当面の整備が見込めない宅地

に対して、浄化槽の設置補助を行うなどして、設置普及を図ります。 

◆ 一定規模の宅地開発に対しては、開発者による処理施設整備を求めます。 

◆ 人口や都市化の状況により、施設の効率的な配置を継続的に検討し、必要に応

じて整備計画の見直しを行います。 

◆ 集合処理の供用区域内においては事業者・市民に接続を求め、完全水洗化を目

指します。 

◆ 浄化槽の保守点検・清掃の実施、法定検査の受検の徹底について、啓発・指導

を行っていきます。 
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2 し尿・浄化槽汚泥の適正処理 
 

（1）課題 

し尿・浄化槽汚泥の収集量は、全体として減少傾向にあると考えられますが、効率

的な処理を図るために、排出の段階で更に排出量を抑制できることが望ましいといえ

ます。 

収集・運搬については、安定的に行われ、収集依頼者に対するサービスが損なわれ

ないことが求められます。 

中間処理・最終処分の段階については、循環型社会の形成に向けて、最大限の資源

化が行われることが望ましいといえます。 

 

（2）施策 

◆ 中小規模の浄化槽などについては、出来る限り濃縮して処理施設へ搬入する

ように、収集・運搬業者に対する指導を図っていきます。 

◆ 搬入量の変動を抑えるため計画的な収集・運搬を図るとともに、収集依頼者

へのサービス向上に向けて収集・運搬業者の育成に努めていきます。 

◆ 組合の運営を通じて、小山広域クリーンセンターにおけるし尿・浄化槽汚泥

の堆肥化と有効利用を推進していきます。 
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3 排出段階での汚濁防止 
 

（1）課題 

どんな汚れも浄化してくれる理想的で完全な処理システムは存在しません。また、

処理施設の完全普及にはまだ多くの時間が必要であることからも、排出の段階から汚

濁物質の抑制や、処理システムへの負荷の低減に努めていく必要があります。そのた

めには、排出者一人ひとりがなるべく汚れを流さないように、問題を理解し、配慮行

動を積み重ねていくことが求められます。 

 

（2）施策 

◆ 水質汚濁や生活排水処理について、事業者・市民への周知、啓発を図っていき

ます。 

◆ 浄化槽の使い方、流してはいけない物などについて、啓発、指導を行っていき

ます。 

◆ 水切りネットを配布するなど、家庭やオフィスでの配慮行動を支援し、定着化

を図っていきます。 

◆ 処理施設や公共用水域の見学、清掃活動など、水環境に関する環境学習活動の

充実を図っていきます。 
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参考資料 
 

1 計画策定までの経緯 
 

 

 

年・月・日 内容 

令和元(2019) 

・7・1 

第 1回小山市廃棄物減量等推進審議会 

・第 5 次小山市一般廃棄物処理基本計画策定作業スケジュー

ルについて 

・ごみの分別と減量化について 

令和元・9・30～ 

令和元・10・16 

市民・事業者アンケート 

令和元・12・17 第 2回小山市廃棄物減量等推進審議会 

・第 5次小山市一般廃棄物処理基本計画（素案）について 

（第 1 章 計画の基本的事項、第 2 章 ごみ処理基本計画、

第 3章 生活排水処理基本計画） 

令和 2(2020) 

・2・21 

第 5 次小山市一般廃棄物処理基本計画庁内検討委員会・幹事

会 

令和 2・3・2～ 

令和 2・3・13 

パブリック・コメントの実施（期間：3月 2日～3月 13日） 
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2 小山市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 
 

氏 名 選任団体 任 期 

嶋田 積男 小山市議会 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

土方 美代 小山市議会 令和 元年 7月～令和 2年 8月 

菊地 寿 小山市校長会 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

立花 文子 白鷗大学 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

水野 辰雄 小山広域保健衛生組合 令和 元年 7月～令和 2年 8月 

福留 巧 小山警察署 令和 元年 7月～令和 2年 8月 

中河原 浩 栃木県小山環境管理事務所 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

玉野 文子 小山農業協同組合 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

福田 洋一 小山市土地改良推進協議会 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

岡泉 靖恵 小山市子ども会育成会連合会 令和 元年 7月～令和 2年 8月 

柿崎 全良 小山市自治会連合会 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

坂石 茂一 小山市廃棄物減量推進協議会 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

都筑 伸子 小山市商工会議所 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 

伊藤 俊之 公募による選出 平成 30 年 9 月～令和 2年 8月 
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3 用語解説 
 

（1）一般用語                                   

 

3R 

次の言葉の頭文字をとった標語。①Reduce；リデュース、ごみ自体を作らない、そ

して出さないこと。②Reuse；リユーズ、一度使い終わったものを、洗ったり、修理を

したりすることで、何度も繰り返し使うこと。③Recycle；リサイクル、ごみとなった

ものを原材料等に再資源化すること。 

ISO14001 

国際標準化機構（ISO）が発行している「組織が環境に配慮した諸活動を行っている

か」を判定する国際規格。 

NPO 

NPO(Non Profit Organization）は、非営利と同時に、非政府であること、自主的・

自発的な活動を行う「民間非営利団体」「民間公益組織」を意味する。日本では、市

民団体、ボランティア活動推進団体、公益法人の一部が該当する。 

PCB 廃棄物 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む廃棄物。PCB は電気機器、熱媒体、ノーカーボン

紙に広く使われたが、毒性が強く、分解しにくく、生体に蓄積することから、現在で

は製造・輸入は原則的に禁止され、事業者の保管する PCB の廃棄処理が決められている。 

PFI 事業 

PFI（Private Finance Initiative）は、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民

間の資金、経営能力、技術的能力を活用することを意味する。それにより、国や地方

公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供する事業手

法。 

SDGs 

SDGs（エスディージーズ：Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標）と

は、世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために世界各国が合意した

17の目標と 169 のターゲットです。 

2015 年 9 月、SDGs の前身である MDGs（ミレニアム開発目標）を継承し、国連で採択

されました。貧困問題をはじめ、気候変動や生物多様性、エネルギーなど、持続可能

な社会をつくるために世界が一致して取り組むべきビジョンや課題が網羅されていま

す。 

一般廃棄物 

廃棄物処理法の定めで産業廃棄物*に該当しない廃棄物。家庭やオフィスのごみが主

である。 

インセンティブ 

人々の意思決定や行動を変化させるような要因のことをいう。誘因とも呼ぶ。 
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エコアクション 21 

規模の小さな組織に向けて、ISO14001 をベースとして環境省が策定した、環境マネ

ジメントシステム。 

拡大生産者責任 

生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を負う

という考え方。 

合併処理浄化槽 

し尿とともに、台所や風呂、洗濯などからの排水を合わせて処理する浄化槽。対し

て、し尿のみを処理するものを単独処理浄化槽と呼ぶ。 

環境への負荷 

人の活動から発生して環境に影響を与え、環境の保全上の支障の原因となるおそれ

のあるもの。 

グリーン調達 

製品やサービスを調達する際、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザ

インだけでなく環境を考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入す

ること。 

最終処分場 

焼却や資源化の過程の最後に残った廃棄物を埋め立てて安定的に処分する施設。 

産業廃棄物 

廃棄物処理法による分類で、事業活動にともなって生じる廃棄物のうち、20 種類と

輸入された廃棄物が産業廃棄物とされるほか、爆発性・毒性・感染性などを有するも

のが特別管理産業廃棄物に特定されている。 

自然共生社会 

人間の営みが自然をはじめとした環境を荒廃させることなく、全体の調和が保たれ

る社会。 

循環型社会 

廃棄物などの発生を抑制し、資源やエネルギーの循環的な利用や適正な処分を図る

ことにより、環境への負荷を低減するシステムを持つ社会。 

ゼロエミッション 

あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、廃棄物を一切出さな

い資源循環型の社会システム。 
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地域循環圏 

地域の特性や循環資源の性質等に応じて最適規模の循環を形成する一定の圏域。 

低炭素社会 

地球温暖化の主因とされる温室効果ガスの 1 つである二酸化炭素の最終的な排出量

（吸収量との差し引き後）が少ない産業・生活システムを構築した社会。 

特別管理廃棄物 

廃棄物処理法が定めるところの、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環

境に係る被害が生ずるおそれがある性状を有する廃棄物。 

バイオマス資源 

バイオマスとは生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、ここでは再生可能な生

物由来の有機性資源で化石資源を除いたものを指す。 

マニフェスト 

ここでは法定の産業廃棄物管理票を指す。産業廃棄物の処理を確認し適切な処理を

確保するためのもの。 

溶融スラグ 

ごみや焼却灰を高温によって溶融し、冷却･固化してできるガラス状の物質。 

ライフサイクル・アセスメント 

LCAともいう。ある製品について、原料の調達から製造・使用・廃棄にいたるまでの

全てのプロセスで発生する環境への負荷を総合的に評価する方法。 

 

 
（2）廃棄物処理や 3R に関わる法令                           

 

循環型社会形成推進基本法 

廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律。資源消費や環境

負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すことが目的で以下の特徴を持つ。①循環型

社会の定義を明らかにした、②廃棄物や生産活動で排出される不要物などのうち、売

れるか売れないかに関わらず、再び利用できるものを「循環資源」と定義（廃棄物処理

法は廃棄物を「売れないもの」と定義している）し、循環資源の再使用やリサイクル

推進を定めた、③廃棄物処理やリサイクル推進における「排出者責任」と「拡大生産

者責任」を明確にした、④廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、発生抑制（ごみを

出さない）→再使用（リユース）→再生利用（リサイクル）→熱回収（サーマルリサ

イクル）→適正処分と定めた。 
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廃棄物処理法 

正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」。廃棄物の定義や処理責任の所

在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律。本法は、廃棄物を「自ら

利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので、固形状または液状のも

の」と定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類している。廃棄物の処理については、

産業廃棄物は排出事業者が処理責任をもち、事業者自らか、または排出事業者の委託

を受けた許可業者が処理する。一般廃棄物は市町村が処理の責任をもつ。これまでに

数回大きな改正が行われ適正処理やリサイクルの推進が図られている。 

容器包装リサイクル法 

正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。容器

包装ごみのリサイクルを製造者に義務付けた法律。消費者は容器包装ごみの分別排出、

市町村は分別収集の責任を負い、3者の役割分担により容器包装のリサイクルを促進す

ることが目的。法の対象となる容器包装を使っている食品などのメーカーや容器包装

を作っているメーカーには、市町村が回収した容器包装の使用量に応じたリサイクル

が義務付けられる。 

資源有効利用促進法 

資源の有効利用を促進するため、「再生資源利用促進法」を改正し、リサイクルの

強化や廃棄物の発生抑制、再使用を定めた法律。本法は、リサイクルしやすい設計を

行うべき製品、使用済み製品を回収・リサイクルすべき製品、生産工程から出る廃棄

物を減らしたりリサイクルすべき業種、リサイクル材料を使用したり部品などを再使

用すべき業種などについて、業種や製品を具体的に指定している。 

家電リサイクル法 

正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。家庭で不要となったテレビ（ブラウン

管式、プラズマ式、液晶式）、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫につ

いて、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律。

対象となる使用済み廃家電の排出者は、廃家電を小売業者に引き渡し、収集・運搬費

用とリサイクル費用を支払う。小売業者は、これを引き取り製造業者へ引き渡し、製

造業者は、引き取った廃家電を定められた率以上にリサイクル（原料としての利用ま

たは熱回収）する。 
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小型家電リサイクル法 

正式名称は「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」。使用済小型電

子機器等に利用されている金属、その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄さ

れている状況に鑑み、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、電話機やファクスなどさ

まざまな小型家電製品を自治体や認定業者が回収し、その中に含まれるベースメタル

（鉄や銅など）、レアメタル（金、銀、リチウム、プラチナなど）などをリサイクルす

るというもの。 

グリーン購入法 

正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。国が物品を購入

する際には環境に配慮されたものを購入しなければならないとするものである。たと

えば、再生紙のノートや低公害車などである。地方公共団体は国に準ずるものとされ、

民間は努力規定となっている。グリーン購入ネットワーク（GPN）が企業、自治体、消費

者団体や NGO などで設立されグリーン購入ガイドラインに基づいて環 境負荷配慮商品の

選定が行われている。 

建設リサイクル法 

正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。資源の有効利用や廃

棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物（建設工事で出る廃棄物）の分別・リサイ

クルなどを定めた法律。本法は、一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請け負う事

業者に、対象となる建設資材（土木建築工事に使われる資材）の分別・リサイクルを義

務付けている。工事の発注者や施工者には、工事の時期や工程、建設資材の種類や量な

どを事前に都道府県知事に届け出ることを義務付けている。 

食品リサイクル法 

正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」。食品製造工程から出

る材料くずや売れ残った食品、食べ残しなどの「食品廃棄物」を減らし、リサイクルを

進めるため、生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法律。 

自動車リサイクル法 

正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」。使用済み自動車から出る部

品などを回収してリサイクルしたり適正に処分することを、自動車メーカーや輸入業者

に義務付ける法律。リサイクル・適正処分の対象となるのは、エアコンに使われるフロ

ン、シュレッダーダスト（車体を粉砕した後に残る破砕くず）、エアバッグの 3 種類。

リサイクル費用は新車の購入者が購入時に支払う。 
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（3）水質の環境基準項目                               

 

生物学的酸素要求量（BOD） 

水中にいる微生物が一定期間内に水中の有機物を分解するために消費する溶存酸素。

数値が小さいほど水中の有機物が少なく、水質が良いとされる。75%値とは値の小さい

ものから順に並べ、0.75×ｎ番目（ｎはデータ数）のデータ値。 

水素イオン濃度（pH） 

水がアルカリ性か酸性かを示す指標。7 が中性、7 より小さいと酸性、7 より大きい

とアルカリ性と判断できる。 

浮遊物質量（SS） 

水中に浮遊している物質量を表したもので、水中の濁り具合を示し、数値が小さい

ほど水質が良いとされる。 

溶存酸素（DO） 

水中に溶解している分子状の酸素。有機性の汚濁物質が微生物によって分解される

過程で消費されるため、有機汚濁の指標として用いられる。 

大腸菌群数 

水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標として用いられる。 

硝酸・亜硝酸性窒素 

主として窒素肥料の酸化によって生じ、水の汚染を推定する指標の一つとされてい

る。農業で使用された大量の窒素肥料による地下水汚染の指標としても使用されてい

る。硝酸性窒素は亜硝酸性窒素とともに、飲料水となる地下水等を汚染し、人や家畜

の健康への影響が指摘されている。 
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4 将来推計 
 

（1）ごみ発生量の将来予測の方法 

①人口の将来予測 

小山市人口ビジョン（平成 27 年 10 月）の人口の将来展望（独自集計による長期的

な見通し）の推計人口を採用した。 

②1人 1日あたり（原単位）のステーション・個別収集ごみ発生量の将来予測 

過去の実績と推計式によるトレンド推計の推計値に基づいて、将来値を予測した。 

③1人 1日あたり（原単位）の家庭系直接搬入ごみ発生量の将来予測 

過去の実績と推計式によるトレンド推計の推計値に基づいて、将来値を予測した。 

④1人 1日あたり（原単位）の集団回収量の将来予測 

過去の実績と推計式によるトレンド推計の推計値に基づいて、将来値を予測した。 

⑤事業系ごみ排出量の将来予測 

過去の実績と推計式によるトレンド推計の推計値に基づいて、将来値を予測した。 

なお事業系ごみは組合の施設へ搬入されたものを対象としており、その他のルート

で処理されたものは含まれない。 

⑥ステーション・個別収集ごみ発生量の将来予測 

①と②の積を将来予測値とした。 

⑦家庭系直接搬入ごみ発生量の将来予測 

①と③の積を将来予測値とした。 

⑧集団回収量の将来予測 

①と④の積を将来予測値とした。 

⑨家庭系ごみ排出量及び発生量の将来予測 

⑥⑦の和を家庭系ごみ排出量の、⑥⑦⑧の和を家庭系ごみ発生量の将来予測値とし

た。 

⑩ごみ排出量及び発生量の将来予測 

⑤⑥⑦の和をごみ排出量の、⑤⑥⑦⑧の和をごみ発生量の将来予測値とした。 

⑪市全体及び家庭系ごみ及び事業系ごみの分別項目別排出量の将来予測 市全体は

⑤⑥⑦の和を、家庭系ごみは⑥⑦の和を、事業系ごみは⑤を、それぞれの直近 2018

（平成30）年度における各分別項目の割合で按分し、将来予測値とした。さらに、資源

回収分を除いた家庭系ごみ排出量の将来予測値を、該当する分別項目の和として求め

た。 
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（2）トレンド推計の結果 

①1人 1日あたり（原単位）のステーション・個別収集ごみ発生量の推計 

 

 
②1人 1日あたり（原単位）の家庭系直接搬入ごみ発生量の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西暦 和暦 一次式 指数式 べき乗式 対数式

2009 Ｈ21 647.9

2010 Ｈ22 613.8

2011 Ｈ23 632.0

2012 Ｈ24 579.8

2013 Ｈ25 597.0

2014 Ｈ26 584.6

2015 Ｈ27 577.4

2016 Ｈ28 560.7

2017 Ｈ29 571.0

2018 Ｈ30 540.3

2019 Ｈ31（Ｒ1） 535.6 537.6 554.3 554.0

2020 Ｒ2 525.7 528.6 551.0 550.5

2021 Ｒ3 515.7 519.8 548.0 547.2

2022 Ｒ4 505.7 511.2 545.2 544.2

2023 Ｒ5 495.8 502.6 542.6 541.3

2024 Ｒ6 485.8 494.3 540.2 538.7

2025 Ｒ7 475.8 486.0 537.9 536.2

2026 Ｒ8 465.9 477.9 535.8 533.8

2027 Ｒ9 455.9 470.0 533.8 531.6

2028 Ｒ10 446.0 462.1 531.9 529.5

2029 Ｒ11 436.0 454.4 530.1 527.5

2030 Ｒ12 426.0 446.9 528.4 525.6

2031 Ｒ13 416.1 439.4 526.8 523.8

2032 Ｒ14 406.1 432.1 525.3 522.0

2033 Ｒ15 396.1 424.9 523.8 520.4

2034 Ｒ16 386.2 417.8 522.4 518.8

2035 Ｒ17 376.2 410.8 521.0 517.2

○採用式

予測式
実績値

年度

実
績
値

推
計
値

単位：g/人日 

単位：g/人日 

西暦 和暦 一次式 指数式 べき乗式 対数式

2008 Ｈ20 92.8

2009 Ｈ21 98.6

2010 Ｈ22 113.9

2011 Ｈ23 113.8

2012 Ｈ24 104.5

2013 Ｈ25 104.2

2014 Ｈ26 112.4

2015 Ｈ27 99.2

2016 Ｈ28 113.9

2017 Ｈ29 128.3

2018 Ｈ30 119.8 119.8 116.0 116.1

2019 Ｈ31（Ｒ1） 121.9 122.2 116.8 116.8

2020 Ｒ2 124.0 124.6 117.6 117.6

2021 Ｒ3 126.1 127.0 118.4 118.2

2022 Ｒ4 128.2 129.5 119.0 118.8

2023 Ｒ5 130.3 132.0 119.7 119.4

2024 Ｒ6 132.5 134.6 120.3 120.0

2025 Ｒ7 134.6 137.2 120.9 120.5

2026 Ｒ8 136.7 139.9 121.4 120.9

2027 Ｒ9 138.8 142.6 121.9 121.4

2028 Ｒ10 140.9 145.4 122.4 121.8

2029 Ｒ11 143.0 148.3 122.9 122.3

2030 Ｒ12 145.1 151.2 123.4 122.6

2031 Ｒ13 147.3 154.1 123.8 123.0

2032 Ｒ14 149.4 157.1 124.2 123.4

2033 Ｒ15 151.5 160.2 124.6 123.7

2034 Ｒ16 153.6 163.3 125.0 124.1

○採用式

年度 予測式
実績値

実
績
値

推
計
値
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③1人 1日あたり（原単位）の集団回収量の推計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④市全体の事業系ごみ発生量の推計 
 

 

 
 

西暦 和暦 一次式 指数式 べき乗式 対数式

2009 Ｈ21 12,132.0

2010 Ｈ22 11,897.0

2011 Ｈ23 12,040.0

2012 Ｈ24 12,180.0

2013 Ｈ25 12,805.0

2014 Ｈ26 12,842.0

2015 Ｈ27 12,825.0

2016 Ｈ28 13,028.0

2017 Ｈ29 13,083.0

2018 Ｈ30 14,289.0

2019 Ｈ31（Ｒ1） 13,866.3 13,885.8 13,379.7 13,384.7

2020 Ｒ2 14,076.2 14,114.1 13,448.8 13,450.6

2021 Ｒ3 14,286.1 14,346.1 13,512.6 13,511.2

2022 Ｒ4 14,495.9 14,581.9 13,572.1 13,567.4

2023 Ｒ5 14,705.8 14,821.5 13,627.6 13,619.6

2024 Ｒ6 14,915.6 15,065.1 13,679.8 13,668.5

2025 Ｒ7 15,125.5 15,312.8 13,729.0 13,714.5

2026 Ｒ8 15,335.4 15,564.5 13,775.5 13,757.8

2027 Ｒ9 15,545.2 15,820.3 13,819.6 13,798.7

2028 Ｒ10 15,755.1 16,080.3 13,861.7 13,837.6

2029 Ｒ11 15,964.9 16,344.6 13,901.8 13,874.6

2030 Ｒ12 16,174.8 16,613.3 13,940.1 13,909.8

2031 Ｒ13 16,384.7 16,886.3 13,976.8 13,943.5

2032 Ｒ14 16,594.5 17,163.9 14,012.1 13,975.7

2033 Ｒ15 16,804.4 17,446.0 14,046.0 14,006.7

2034 Ｒ16 17,014.2 17,732.8 14,078.7 14,036.4

2035 Ｒ17 17,224.1 18,024.2 14,110.1 14,065.0

○採用式

年度 予測式
実績値

推
計
値

実
績
値

単位：g/人日 

単位：ｔ/年 

西暦 和暦 一次式 指数式 べき乗式 対数式

2009 Ｈ21 30.4

2010 Ｈ22 28.4

2011 Ｈ23 25.8

2012 Ｈ24 27.4

2013 Ｈ25 26.4

2014 Ｈ26 24.9

2015 Ｈ27 23.9

2016 Ｈ28 22.1

2017 Ｈ29 20.0

2018 Ｈ30 17.2

2019 Ｈ31（Ｒ1） 17.7 18.2 20.4 20.4

2020 Ｒ2 16.5 17.2 20.1 20.0

2021 Ｒ3 15.2 16.3 19.8 19.6

2022 Ｒ4 14.0 15.5 19.5 19.3

2023 Ｒ5 12.7 14.7 19.2 18.9

2024 Ｒ6 11.4 13.9 19.0 18.6

2025 Ｒ7 10.2 13.2 18.8 18.3

2026 Ｒ8 8.9 12.5 18.5 18.1

2027 Ｒ9 7.6 11.9 18.3 17.8

2028 Ｒ10 6.4 11.2 18.2 17.5

2029 Ｒ11 5.1 10.6 18.0 17.3

2030 Ｒ12 3.9 10.1 17.8 17.1

2031 Ｒ13 2.6 9.6 17.7 16.9

2032 Ｒ14 1.3 9.1 17.5 16.7

2033 Ｒ15 0.1 8.6 17.4 16.5

2034 Ｒ16 -1.2 8.2 17.2 16.3

2035 Ｒ17 -2.4 7.7 17.1 16.1

○採用式

年度 予測式
実績値

実
績
値

推
計
値
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5 市民アンケート 
 

 

1.回答者自身について 

 

性別 

 
 

 

年齢 

 
 

 

 

世帯 

 
 

 

  

34.5% 61.3%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性 女性 その他 無回答

3.8%

12.8% 20.9% 15.9% 45.1%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10・20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答

11.7% 51.2% 30.6% 6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単身 成人のみ複数 未成年者がいる 無回答
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問１ 家のごみ出しについて 

 

 

 
 

 

 

 

問２ 在宅医療からの廃棄物について 

 

 

 
注）本設問は在宅医療を自宅で行っている人に限って回答を求めたもので、回答数は 120、アンケート回収数に

対する回答率は、13.8％でした。回答結果の数値は本問への回答数（120）に対する割合を示しています。 

 

 

 

  

35.2%

78.9%

83.4%

86.7%

22.2%

10.1%

57.9%

46.1%

83.7%

72.7%

91.7%

54.2%

27.0%

15.5%

13.2%

7.9%

12.5%

4.6%

29.1%

16.0%

7.7%

16.2%

6.4%

12.7%

19.9%

2.5%

0.9%

0.8%

12.8%

9.9%

6.7%

12.2%

2.8%

4.5%

0.2%

4.0%

15.2%

1.7%

0.3%

1.7%

35.9%

70.1%

3.6%

20.4%

2.2%

4.9%

0.7%

13.0%

1.8%

0.7%

0.9%

2.0%

12.0%

2.8%

0.9%

4.1%

2.2%

1.0%

0.2%

10.7%

0.8%

0.6%

1.2%

0.9%

4.6%

2.5%

1.8%

1.2%

1.5%

0.6%

0.7%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

食器の汚れをふき取ってから洗うよう

にしている

油をそのまま排水口に流さないように

気を付けている

収集所が汚れないように気を付けてい

る

スプレー缶・ガス缶は中身を使い切っ

て出している（穴を開ける必要はあり

ません）

「小型家電リサイクル対象品目」は公

共施設に設置してある回収ボックスに

出している

生ごみはできるだけ自家処理をしてい

る

生ごみの水を切ってから出している

資源物はできるだけ集団回収に協力し

ている

スプレー缶・ガス缶、ライター、小型

家電を「有害ごみ」として出している

「プラ容器」（プラスチック製容器包

装）を軽く洗って出している

「資源物」（紙・布、ビン・缶、ペッ

トボトル）の分別をしている

「剪定枝」の分別をしている

あてはまる どちらかといえばあてはまる どちらかといえばあてはまらない

あてはまらない どちらともいえない、わからない 無回答

74.2% 10.8% 0.8% 7.5% 6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ごみ収集所に出せるものと、

出せないもの（感染症廃棄物）を分別している

あてはまる どちらかといえばあてはまる どちらかといえばあてはまらない

あてはまらない どちらともいえない、わからない
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問３ 市のごみ収集について 

 

 

 
 

 

  

15.3%

19.4%

35.0%

47.3%

14.8%

49.1%

59.4%

75.1%

44.6%

48.2%

29.9%

36.2%

33.9%

32.7%

16.7%

31.1%

26.1%

20.7%

36.0%

33.3%

16.7%

10.6%

10.6%

3.2%

6.9%

6.1%

7.0%

1.7%

7.6%

8.4%

5.9%

5.1%

12.2%

1.6%

4.5%

3.5%

2.5%

0.7%

4.4%

6.4%

29.0%

26.0%

6.4%

11.3%

48.1%

7.6%

2.9%

0.5%

5.1%

1.7%

3.2%

2.6%

1.8%

3.9%

9.0%

2.6%

2.1%

1.3%

2.3%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ごみの排出の抑制や再利用推進は順調

だと感じる

ごみの焼却や処分、資源化は順調だと

感じる

ごみ収集所の管理が問題なくできてい

る

ごみ収集所の利用が困難な方（高齢者

や要介護者）の対策を検討すつ必要が

ある

資源・ごみ分別アプリ（さんあ～る）

は、わかりやすく、使いやすい

ごみ出しのわからないことは窓口や案

内で解決できる

ごみについての広報や掲示などは役に

立っている

分別をすることは、市民の務めとして

納得できる

平成31年４月から変更された、分別の

内容と持込み先を理解している

ごみ・資源の収集回数は適切である

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答
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問４ ごみの減量化や資源化について 

 

 

 
 

 

 

 

  

58.6%

46.3%

48.8%

21.5%

72.0%

11.9%

38.3%

53.6%

61.0%

28.9%

36.6%

35.6%

34.5%

22.1%

20.3%

38.2%

35.1%

32.7%

1.0%

3.2%

4.0%

10.9%

1.7%

16.3%

2.6%

4.0%

1.8%

0.1%

2.1%

2.3%

2.8%

0.3%

31.6%

1.8%

3.1%

1.0%

8.7%

9.1%

7.2%

25.9%

2.8%

15.0%

15.3%

2.9%

2.0%

2.6%

2.8%

2.1%

4.4%

1.0%

4.9%

3.7%

1.3%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害時に発生する廃棄物について、処

理や処分の方法を検討する必要がある

物を供給する側の企業にも社会的責任

がある

ごみ問題の多くは市民自身の努力が

もっと必要である

ごみ減量化や資源化、3Rの行政施策が

十分でない

食品ロスやマイクロプラスチックの海

洋汚染など、ごみ問題は深刻な状況だ

と感じている

リサイクルショップ等をよく活用して

いる

資源に再生する仕組みはもっと発展で

きる

生活の中で容器や包装の無駄が多すぎ

る

無駄なものは買わない、食べきれる量

だけ購入することでごみの量が減る

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答
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問５ ごみ問題の改善に向けた取組について 

 

 

 
 

 

問６ 生活排水の処理について 

 

 

 
 

 

  

30.8%

33.9%

15.2%

23.4%

9.1%

22.1%

71.6%

10.0%

67.1%

19.4%

40.5%

41.1%

41.7%

29.8%

41.4%

28.7%

38.1%

20.8%

16.2%

21.6%

26.9%

28.0%

2.6%

3.7%

21.6%

9.3%

23.5%

12.1%

1.0%

28.9%

2.0%

15.4%

10.6%

2.3%

2.2%

15.0%

5.2%

16.1%

6.2%

0.3%

29.0%

3.2%

27.3%

15.5%

19.0%

14.6%

15.5%

16.6%

18.8%

17.3%

3.9%

12.8%

3.8%

8.4%

3.6%

4.1%

3.9%

2.9%

4.1%

3.9%

4.3%

2.3%

3.1%

2.3%

2.5%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ごみ処理の内容と市財政とのバランス

が重要である

市町村が広域で連携し事業効率を高め

る必要がある

厳しい規則や取締が効果的だと思う

地域や市民団体の取組が効果的だと思

う

ごみについての相談や、学べる場に参

加したい

啓発イベントは市民に効果があると思

う

ごみを燃料に活用することはよい方法

だと思う

資源の分別をもっと増やしてもよい

ごみ出しが有料になれば不法投棄が増

える

ごみ出しが有料になればごみを減らす

ことを考える

レジ袋の有料化はごみの減量化に有効

だと思う

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答

34.6%

28.0%

36.7%

32.9%

27.2%

30.0%

3.2%

8.5%

5.8%

1.4%

5.6%

3.1%

21.6%

23.9%

18.5%

6.2%

6.8%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

施設整備の効果と市財政とのバランス

が重要である

浄化槽の普及を急ぐ必要がある

下水道の整備を急いで進める必要があ

る

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答
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6 事業者アンケート 
 

問１ 事業所について 

 

主たる業務 

 

 
 

 

 
 

 

従業員規模 

 

 
 

  

農業・林業・
漁業

鉱業 建設業 製造業
電気・ガス・

熱供給・
水道業

情報通信業 運輸業 卸売・小売業

2.3% 0.0% 15.9% 15.9% 4.5% 2.3% 2.3% 6.8%

金融・保険業 不動産業
飲食店・
宿泊業

医療・福祉
教育・

学習支援業
複合サービス業

サービス業
（その他）

無回答

0.0% 11.4% 4.5% 6.8% 2.3% 4.5% 20.5% 0.0%

2.3% 15.9% 15.9% 4.5%

2.3% 2.3%

6.8% 11.4%

4.5%

6.8%

2.3%

4.5% 20.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農業・林業・漁業 鉱業 建設業

製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業

運輸業 卸売・小売業 金融・保険業

不動産業 飲食店・宿泊業 医療・福祉

教育・学習支援行 複合サービス業 サービス業（その他）

無回答

63.6% 27.3% 4.5% 4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10人未満 10人以上50人未満 50人以上100人未満 無回答
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問２ ごみの排出抑制や資源の分別について 

 

 

 
 

 

問３ 廃棄物に関する事業所全体的な取組について 

 

 

 
  

11.4%

4.5%

11.4%

29.5%

27.3%

20.5%

61.4%

9.1%

27.3%

25.0%

31.8%

54.5%

61.4%

56.8%

4.5%

4.5%

13.6%

9.1%

18.2%

34.1%

15.9%

11.4%

40.9%

20.5%

22.7%

36.4%

25.0%

25.0%

6.8%

6.8%

9.1%

6.8%

18.2%

13.6%

9.1%

13.6%

13.6%

27.3%

20.5%

6.8%

9.1%

6.8%

36.4%

43.2%

34.1%

25.0%

6.8%

13.6%

4.5%

50.0%

11.4%

13.6%

13.6%

2.3%

6.8%

20.5%

20.5%

15.9%

15.9%

20.5%

11.4%

4.5%

11.4%

4.5%

9.1%

6.8%

4.5%

20.5%

20.5%

15.9%

13.6%

9.1%

6.8%

4.5%

4.5%

2.3%

4.5%

4.5%

2.3%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造・販売した商品の修理・回収体制

を整えている

レジ袋が不要な人にポイントサービス

などを実施している

来店者用にペットボトルやトレイなど

の回収ボックスを設置している

洗剤等の詰め換え商品を積極的に販売

している

簡易包装を積極的に推進している

食品ロス削減の取り組みをしている

生ごみの水を切ってから出している

資源節約とごみ減量化を数値で管理し

ている

書類の紙を減らす方針を定めている

容器や包装の使い捨てを減らす方針を

定めている

再生品、リサイクル品を多く使う方針

を定めている

従業員にごみ分別についての意識が根

付いている

分別用ごみ箱を設置して資源の分別を

している

使用済みの紙を分別して排出している

あてはまる どちらかといえばあてはまる どちらかといえばあてはまらない

あてはまらない どちらともいえない、あてはまらない 無回答

11.4%

9.1%

11.4%

11.4%

13.6%

36.4%

18.2%

22.7%

25.0%

25.0%

15.9%

25.0%

15.9%

11.4%

13.6%

11.4%

11.4%

6.8%

11.4%

9.1%

11.4%

11.4%

18.2%

2.3%

31.8%

31.8%

27.3%

27.3%

29.5%

25.0%

11.4%

15.9%

11.4%

13.6%

11.4%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人材育成で廃棄物の問題を積極的に取

り上げている

消費段階でのごみ減量化や資源化を考

慮した製品開発やサービスの提供に取

り組んでいる

経営方針に廃棄物の排出抑制やリサイ

クルに関することを掲げている

廃棄物を無くしていくプロセス構築を

進めている

経営レベルで環境管理（ISOなど）を

行っている

産業廃棄物適正処理の指導や管理を徹

底している

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答
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問４ 廃棄物対策に関する経営的な視点からの考え方について 

 

 

 
 

 

 

 

問５ 小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度について 

 

 

 
 

 

 

  

31.8%

18.2%

11.4%

22.7%

61.4%

31.8%

38.6%

25.0%

29.5%

29.5%

13.6%

15.9%

22.7%

13.6%

2.3%

2.3%

11.4%

13.6%

20.5%

27.3%

18.2%

6.8%

6.8%

6.8%

13.6%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

物を供給する側の企業にも社会的責任

がある

事業所向けのごみ減量や資源化の情報

が少ない

ごみ減量化や資源化、3Rの行政施策が

十分でない

ごみ減量や資源化を推進することで経

営上のメリットがある

地域で行うごみ問題への対策に協力し

ていきたい

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答

2.3%

9.1%

9.1%

11.4%

15.9%

15.9%

11.4%

6.8%

6.8%

18.2%

6.8%

13.6%

36.4%

36.4%

36.4%

20.5%

25.0%

18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

エコ・リサイクル推進事業所に登録し

たい

エコ・リサイクル推進事業所の認定を

継続することが困難

エコ・リサイクル推進事業所に認定さ

れてもメリットがない

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答
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問６ ごみ減量化や資源化の取組に関する事業者の視点に立った考えについて 

 

 

 
 

 

問７ 生活排水処理に関する事業者の視点に立った考えについて 

 

 

 
 

 

 

  

29.5%

27.3%

18.2%

18.2%

18.2%

22.7%

13.6%

43.2%

43.2%

31.8%

40.9%

40.9%

50.0%

29.5%

4.5%

6.8%

20.5%

9.1%

11.4%

6.8%

15.9% 4.5%

15.9%

13.6%

18.2%

20.5%

20.5%

13.6%

27.3%

6.8%

9.1%

11.4%

11.4%

9.1%

6.8%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ごみ処理の内容と市財政とのバランス

が重要である

市町村が広域で連携し事業効率を高め

る必要がある

厳しい規則や取締が必要だと思う

市には新たな設備やリサイクル技術の

導入が必要

広報や啓発イベントに効果が期待でき

る

地域や市民団体の取組が効果的だと思

う

受益者に料金等を課す施策に効果が期

待できる

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答

36.4%

20.5%

36.4%

36.4%

25.0%

36.4%

4.5%

18.2%

6.8%

2.3%

9.1%

4.5%

15.9%

20.5%

13.6%

4.5%

6.8%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

施設整備の効果と市財政とのバランス

が重要である

浄化槽の普及を急ぐ必要がある

下水道の整備を急いで進める必要があ

る

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない どちらともいえない、わからない 無回答
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